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夫
作
者
目
撃
、
述
者
自
明
、
:
…
・
適
合
章
之
玉
牒
、
乗
文
之
金
科
央
(
第
一
段
)

此
の
一
段
は
、
孔
子
が
「
文
」
を
貴
ん
だ
こ
と
を
諭
す
る
。
三
節
に
分
け
て
見
よ
う
、
先

づ
、「

夫
作
者
日
里
、
述
者
自
明
、
…
…
夫
子
風
采
、
俗
於
格
言
」
の
十
二
句
を
第
一
節
と

す
る
。「

夫
作
者
日
聖
、
…
…
」
の
二
句
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
礼
記
の
楽
記
篇
の
文
に
拠
れ

る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
こ
れ
を
用
ひ
た
の
は
、
聖
明
の
人
に
は
述
作
(
経
典
)
の
功

が
あ
る
こ
と
を
述
べ
ん
が
為
で
あ
る
。
従
っ
て
、
楽
記
の
「
作
者
」
　
「
述
者
」
は
礼
楽
に

つ
い
て
言
っ
て
な
る
の
だ
の
に
1
　
こ
こ
で
は
そ
れ
を
文
章
(
経
典
)
　
へ
ひ
き
つ
け
で
用
ひ

た
の
で
あ
る
。

「
陶
鋳
性
情
、
功
在
上
菅
」
。
「
陶
鋳
」
の
語
は
、
瓦
器
を
造
り
金
器
を
作
る
こ
と
が

そ
の
原
蓑
で
、
そ
こ
か
ら
人
間
を
形
成
す
る
と
か
、
人
を
教
化
す
る
と
か
、
の
望
輪
的
転
義

が
生
じ
た
か
と
恩
ふ
。
荘
子
の
拇
造
遊
篇
に
「
是
其
塾
垢
枇
糠
、
将
猶
陶
鋳
尭
舜
者
也
」
と

あ
る
の
は
そ
の
聖
職
的
用
法
の
旧
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
は
「
で
つ
ち
あ
げ
る
」
で

あ
ら
う
。
さ
ら
に
教
化
す
る
の
意
味
に
使
っ
た
例
と
し
て
は
、
北
魂
の
常
爽
の
六
経
略
注
序

に
「
然
別
仁
前
者
、
人
之
性
也
、
経
典
者
、
身
之
文
也
、
皆
以
陶
鋳
神
情
、
啓
悟
耳
目
」
(
観

_

　

ヽ

望
儒
林
伝
引
)
と
あ
り
、
彦
和
の
減
惑
論
に
も
「
(
孔
訳
二
教
は
)
共
用
鈴
神
化
、
陶
鋳
群

性
、
無
異
也
」
　
(
弘
明
環
八
)
と
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
の
　
「
陶
鋳
性
情
」
　
も
恐
ら
く
、
教

化
す
る
の
意
味
で
あ
り
、
従
っ
て
此
の
旬
は
、
原
道
第
一
の
「
椎
攻
性
情
」
と
同
趣
旨
で

文
　
心
　
灘
　
竃
　
札
　
記
　
の
(
斯
波
)

あ
ら
う
。
「
功
」
は
功
績
で
あ
る
と
見
、
「
上
哲
」
は
上
旬
の
「
聖
」
　
「
明
」
と
同
一
内

容
で
あ
る
と
見
た
い
。
つ
ま
り
、
上
文
の
「
作
者
目
撃
…
:
」
の
二
句
で
聖
明
の
述
作
の

功
を
た
た
へ
、
此
の
「
陶
鋳
性
情
・
:
・
」
の
二
句
で
聖
明
の
教
化
の
功
を
た
た
へ
た
も
の

と
解
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
電
文
潤
は
此
の
二
句
に
荘
し
て
い
ふ
、
・
「
違
和
謂
仲
尼

陶
鋳
性
情
之
功
放
、
見
於
顔
淵
及
七
十
子
之
徒
、
而
其
文
章
則
後
世
佃
可
得
雨
間
也
」

と
。
乃
ち
「
功
」
を
「
功
放
」
と
解
し
、
「
在
」
を
著
兄
と
解
し
、
「
上
背
」
を
ぽ
顔
淵

等
を
指
す
と
解
し
、
且
つ
此
の
二
句
が
、
下
文
の
「
夫
子
文
章
、
可
得
而
聞
」
に
直
接

つ
な
が
る
と
解
し
た
も
の
の
や
う
で
あ
る
。
が
し
か
し
港
氏
の
解
は
、
「
功
在
=
…
・
」
の

書
き
方
と
し
っ
く
り
合
は
な
い
。
「
功
在
」
は
功
致
.
の
著
見
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
功
績

の
所
在
(
所
属
)
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
上
哲
」
　
を
ば
顔
淵
等
を
指
す
と
す
る
見

方
も
自
ら
破
れ
る
で
あ
ら
う
。
つ
ぎ
に
、
此
の
二
句
が
下
文
の
「
天
子
文
章
…
」
に
直

接
つ
な
が
る
と
解
す
る
説
の
不
可
な
る
こ
と
は
、
「
天
作
者
日
聖
」
か
ら
「
溢
於
格
言
」

ま
で
の
十
二
旬
間
の
構
成
に
注
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
知
ら
れ
よ
う
。
乃
ち
此
の
十

二
旬
間
の
構
成
は
、
「
夫
作
者
日
望
…
…
功
在
上
背
」
　
の
四
句
で
一
聯
、
「
天
子
文

章
…
・
・
・
見
乎
文
辞
央
」
の
四
句
で
一
.
聯
、
「
先
王
望
化
・
…
・
・
溢
於
格
言
」
の
四
句
で
一
聯

と
な
っ
て
を
る
。
意
味
の
上
か
ら
見
て
か
う
な
っ
て
を
る
の
み
な
ら
ず
、
句
末
の
平
広
の

配
置
か
ら
見
て
も
、
亦
こ
の
や
う
に
な
つ
て
を
る
の
で
あ
る
。

で
は
最
初
の
一
聯
は
l
ど
う
い
ふ
意
味
で
あ
る
か
。
「
作
者
を
聖
と
日
ひ
、
述
者
を
明
と

臼
ふ
、
の
譜
が
あ
る
通
り
、
智
明
に
隊
述
作
(
経
典
)
　
が
あ
り
、
人
の
性
情
を
激
化
す
る

と
い
ふ
、
そ
の
功
績
も
ま
た
上
野
に
屈
す
る
」
と
で
も
な
ら
う
か
。

こ
の
最
初
の
一
聯
の
文
外
に
、
「
で
は
そ
の
望
明
の
、
文
章
に
対
す
る
考
へ
方
は
、
ど
ら

五
七
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し
て
わ
か
る
か
と
い
へ
ば
」
と
い
ふ
意
味
を
学
ん
で
、
次
の
「
夫
子
文
章
…
:
」
の
一
聯

に
つ
づ
く
の
で
あ
る
。

「
夫
子
文
章
、
可
得
而
囲
、
則
聖
人
之
情
、
且
乎
文
辞
央
」
は
、
「
大
子
の
文
章
は
聞

く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、
聖
人
の
心
も
ち
は
そ
の
聞
く
こ
と
の
で
き
る
肝
の
文
辞
に

あ
ら
は
に
な
っ
て
な
る
は
す
だ
」
　
の
意
味
で
あ
っ
て
、
こ
の
文
の
構
成
は
、
「
天
子
文

章
、
可
得
雨
間
」
な
る
論
語
(
公
冷
長
)
の
文
句
を
条
件
と
し
て
、
「
聖
人
之
情
、
見
乎

文
辞
英
」
　
(
周
易
.
繋
辞
伝
下
の
文
を
借
れ
る
も
の
)
と
い
ふ
結
果
を
引
き
出
し
た
の
で
あ

る
。
或
ひ
は
、
紫
卸
の
文
の
断
定
は
、
論
語
の
文
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
き
田

さ
れ
る
と
、
彦
和
は
考
へ
て
、
こ
の
両
者
を
結
び
合
は
せ
た
の
で
あ
る
と
解
し
て
も
よ
い

で
あ
ら
う
。
こ
こ
の
「
聖
人
」
は
、
先
王
も
孔
子
も
併
せ
指
せ
る
の
と
解
し
た
い
。
そ
の

漬
ぐ
下
の
文
に
「
先
王
…
‥
、
夫
子
…
‥
・
」
と
あ
る
か
ら
。

「
見
乎
文
辞
央
」
の
句
に
つ
い
て
、
泊
注
に
「
唐
写
本
無
文
字
、
案
文
謂
文
章
、
辞
謂
言

辞
、
義
有
広
狭
、
似
不
可
測
、
循
繹
語
気
、
亦
応
有
文
字
」
と
あ
る
。
そ
こ
で
楊
明
照
は

之
を
駁
し
て
「
明
照
接
、
唐
本
無
文
字
是
也
。
舎
人
於
上
用
論
語
、
此
用
易
繋
、
並
無
増

改
。
誠
以
僻
即
文
辞
、
二
言
巳
足
、
無
額
更
加
文
字
。
且
就
語
勢
来
之
、
亦
実
以
無
者
為

勝
。
今
本
蓋
伝
写
者
渉
上
下
文
字
而
宿
。
渦
氏
既
引
易
架
為
注
英
、
何
以
不
審
至
此
。
即

令
原
石
文
字
、
亦
当
以
文
辞
速
読
成
義
、
不
得
析
分
為
二
也
。
・
‥
」
　
(
文
学
年
報
堕
一
一

瑚
所
載
泊
文
瀾
寒
心
離
鵠
注
挙
正
)
と
論
じ
て
を
る
。
楊
氏
の
説
、
是
で
あ
る
。
た
だ
、
花

説
の
内
に
「
循
繹
語
気
、
亦
応
有
文
字
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
楊
氏
が
「
且
就
語
勢
来

之
♪
亦
実
以
無
者
為
勝
」
と
応
酬
せ
る
の
は
、
抽
象
論
に
失
せ
る
の
憾
み
が
あ
る
の
で
、

こ
こ
に
柳
か
蛇
足
を
加
へ
よ
う
。

こ
の
一
節
十
二
句
に
於
け
る
句
の
構
造
を
検
す
る
に
、
第
一
句
　
「
矢
作
君
田
聖
」
　
の

「
夫
」
と
、
第
七
句
「
則
聖
人
之
情
」
の
「
則
」
と
は
、
俳
文
の
句
製
上
、
そ
の
句
の
字
数

に
入
れ
な
い
の
を
常
と
す
る
も
の
に
属
す
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
て
各
旬
の
字
数
を
調

べ
れ
ば
、
す
べ
て
四
字
で
あ
る
の
に
気
づ
く
。
そ
れ
で
著
し
第
八
句
な
る
こ
の
「
鼠
乎
文

辞
英
」
の
み
が
五
字
で
あ
れ
ば
、
こ
の
節
全
体
の
文
の
調
子
を
破
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
の

旬
の
対
手
な
る
筋
七
句
「
聖
人
之
情
」
と
の
均
衡
も
と
れ
な
く
な
る
。

五
入

「
先
王
聖
化
、
布
在
方
冊
」
の
　
「
塾
化
」
　
を
唐
写
本
で
は
　
「
声
教
」
　
に
作
る
と
い
ふ

(
氾
引
孫
云
)
。
「
戸
数
」
に
作
る
者
、
是
で
あ
る
。
な
ぜ
と
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
布
い
で
方

冊
に
在
る
」
も
の
な
の
だ
か
ら
。
の
み
な
ら
ず
「
声
教
」
の
方
が
、
こ
の
二
句
の
原
拠
た
る
中

庸
の
「
文
武
之
政
、
布
在
方
策
」
の
「
政
」
せ
の
関
係
が
近
く
、
又
「
先
王
戸
数
」
の
旬

は
株
字
第
三
+
九
に
も
見
え
る
が
、
「
先
王
聖
化
」
な
る
言
ひ
方
は
本
書
に
は
見
え
な
い
。

「
夫
子
風
采
、
溢
於
格
言
」
。
「
風
采
」
の
語
は
、
書
記
型
一
十
五
に
も
「
所
以
散
欝

陶
、
託
風
采
」
と
あ
り
、
人
が
ら
と
か
、
様
子
と
か
の
意
味
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
人

が
ら
の
表
は
れ
で
あ
る
所
の
文
章
観
望
一
芸
。
「
溢
」
は
、
説
文
に
「
器
満
也
」
と
あ

り
、
史
記
江
に
「
流
出
也
」
　
(
封
禅
望
集
舶
引
好
林
)
と
あ
る
迫
り
、
あ
ふ
れ
出
る
程
充
満

し
て
な
る
こ
と
?
こ
こ
の
句
に
於
け
る
如
き
「
溢
」
　
の
用
例
は
、
漢
書
の
東
方
朔
伝
に

「
皆
弁
知
圀
達
、
溢
ナ
文
辞
」
と
あ
る
。
「
格
言
」
は
、
法
則
と
す
べ
き
言
。
こ
こ
で
は

孔
子
の
言
を
い
ふ
。
孔
子
の
言
を
格
七
呂
と
い
へ
る
例
は
、
崔
攻
が
魂
の
世
子
を
諌
め
し
書

に
「
此
周
孔
之
格
言
」
　
(
訊
志
本
伝
)
と
あ
る
。
詭
注
に
は
、
こ
こ
の
句
を
荘
子
の
人
問
世
籍

の
「
故
法
言
日
、
伝
其
常
購
、
尤
伝
其
溢
言
」
と
関
係
づ
け
て
　
「
違
和
殆
本
荘
子
而
変

其
語
用
之
」
皇
言
ふ
も
、
そ
の
説
、
従
ひ
担
い
。

さ
て
　
「
先
王
声
教
、
布
在
方
冊
」
の
二
句
と
、
「
夫
子
風
采
、
溢
於
格
言
」
の
二
句

と
に
於
て
、
.
重
さ
は
各
の
下
旬
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
上
に
「
聖
人
之
情
、
見
乎
辞
央
」
と

言
っ
た
か
ら
、
そ
の
「
辞
に
見
ほ
れ
た
も
の
」
が
塀
に
「
布
い
て
方
相
に
在
り
」
、
ま
た

.
「
格
言
に
溢
れ
て
ゐ
る
」
と
力
説
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
次
の
節
に
於
て
、
矛
の
具
体

的
の
証
拠
を
「
格
言
」
の
内
か
ら
取
り
出
し
て
示
す
の
で
あ
る
。

ま
た
「
先
王
戸
数
、
布
在
方
冊
」
と
「
夫
子
風
采
、
溢
於
格
言
」
と
の
重
さ
を
比
べ
れ

ば
、
後
者
が
前
者
よ
り
も
重
く
な
つ
て
を
る
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
節
に
挙
げ
ら
れ
て
ゐ

る
具
体
的
証
拠
が
、
何
れ
も
夫
子
の
「
格
言
」
か
ら
取
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
も
わ
か
る
で
あ

ら
う
。「

是
以
遠
称
唐
世
、
則
放
乎
為
盛
、
…
…
適
合
茸
之
玉
牒
、
棄
文
之
金
科
英
」
。
比
の

二
十
一
句
を
第
二
節
と
す
る
。

先
づ
「
是
以
」
で
上
節
の
論
旨
を
承
け
て
、
「
此
修
身
貴
文
之
徹
也
」
ま
で
を
述
べ
る



発
端
と
な
し
、
つ
い
で
「
此
政
化
貴
文
之
徹
也
」
、
「
此
事
躇
貴
文
之
徹
也
」
、
「
此
修

身
童
女
之
徹
也
」
　
と
い
ふ
同
一
句
形
の
、
三
木
の
柱
を
建
て
て
、
互
に
呼
応
さ
せ
な
が

ら
、
評
抱
を
列
葦
「
、
且
つ
三
挺
び
「
徴
」
　
字
を
田
し
て
篇
名
の
　
「
徴
聖
」
　
に
帰
着
さ

せ
、
蓑
後
に
「
然
別
喆
足
而
言
文
…
…
」
を
以
て
こ
の
節
の
し
め
く
く
り
と
し
て
な
る
。

「
遠
称
唐
世
、
則
細
乎
為
盛
、
近
東
周
代
、
則
郡
哉
可
従
」
。
此
の
囲
句
の
内
の
、
上

の
二
句
は
、
論
語
の
泰
伯
篇
「
子
日
、
大
哉
寛
之
為
薯
也
…
…
、
灼
乎
共
有
文
章
也
」
に
拠

り
、
下
の
二
句
は
、
八
柏
篇
「
千
日
、
問
監
於
二
代
、
、
郁
郡
乎
支
我
、
吾
従
周
」
に
拠

れ
る
こ
と
言
ふ
ま
で
も
た
い
が
、
こ
こ
の
「
炒
乎
」
の
二
字
で
実
は
論
語
の
「
有
文
章
」

の
童
を
間
接
的
に
表
は
し
、
こ
こ
の
「
郁
哉
」
の
二
字
で
、
笑
は
論
語
の
「
文
亜
」
を
間

接
的
に
表
捺
し
て
を
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
こ
の
間
句
を
承
け
で
「
此
政
化
貴
女
之

徴
也
」
と
言
へ
る
の
で
あ
る
。
論
語
で
「
文
章
」
と
言
ひ
、
「
文
」
と
言
へ
る
は
、
礼
楽

制
度
を
指
せ
る
広
義
の
用
法
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
こ
こ
で
は
文
学
の
方
へ
ひ
き
つ
け
て

引
用
し
て
を
る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

こ
の
「
違
飾
磨
世
、
…
…
近
褒
間
代
、
…
…
」
の
囲
句
は
隔
句
対
を
な
し
て
ゐ
て
重
点
は

墾
一
句
と
第
四
句
、
即
ち
「
文
」
の
こ
と
を
述
べ
た
句
に
在
る
。
そ
し
て
そ
の
二
つ
の
重

点
を
下
の
柱
の
句
の
　
「
貴
史
」
　
で
統
轄
し
て
ゐ
る
。
「
鄭
伯
入
陳
」
以
下
の
一
聯
も
、

「
棄
美
子
産
」
以
下
の
一
聯
も
、
右
に
準
し
て
知
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
、
対
の
し
か
た

と
、
重
点
の
置
き
方
と
、
柱
の
句
で
の
統
轄
の
し
か
た
と
は
、
三
聯
ほ
ぼ
共
通
し
た
形
を

と
つ
て
を
る
け
れ
ど
も
、
各
堀
の
対
句
に
於
け
る
接
続
の
し
か
た
は
、
或
ひ
は
「
則
」
、

戎
ひ
は
「
以
」
、
戎
ひ
は
「
則
云
」
を
用
ひ
て
そ
れ
ぞ
れ
変
化
さ
せ
で
あ
る
。

「
塞
伯
大
味
、
以
支
障
為
功
」
。
此
の
二
句
は
、
左
伝
(
襲
公
二
十
五
年
)
の
記
事
を
背

景
と
し
、
且
つ
そ
の
記
事
中
の
文
句
を
利
用
し
て
作
ら
れ
た
も
の
。
左
伝
の
記
事
の
概
要

は
下
の
通
り
。
邸
が
陳
に
攻
め
入
っ
て
之
に
勝
っ
た
の
で
、
そ
の
戦
功
を
覇
者
の
.
叫
‥
に
報

告
し
た
と
こ
ろ
、
晋
は
、
陳
を
伐
て
る
理
由
等
に
つ
い
て
語
間
し
て
、
お
い
そ
れ
と
認
め

さ
う
も
な
い
。
そ
の
と
き
郷
の
子
産
が
、
す
ぢ
の
通
っ
た
説
明
を
し
て
、
遂
に
、
鄭
の
戦

功
を
晋
に
認
め
さ
せ
た
。
そ
の
こ
と
を
孔
子
が
批
評
し
て
「
志
有
之
、
言
以
足
志
、
文
以

足
言
、
不
言
誰
知
其
志
、
言
之
無
文
、
行
而
不
遠
、
晋
為
伯
、
鄭
大
陸
、
非
文
辞
不
為

文
　
心
　
難
　
寵
　
札
　
記
　
0
(
期
波
)

功
、
慎
辞
哉
」
と
言
っ
た
。
以
上
が
左
伝
の
記
事
の
概
要
で
あ
る
が
、
そ
の
内
で
今
、
傍

点
を
附
せ
る
部
分
が
彦
和
の
こ
の
二
句
の
恒
接
の
拠
り
所
で
あ
る
。

「
宋
置
折
調
、
以
多
文
挙
礼
」
。
此
の
二
句
は
、
左
伝
(
温
公
二
十
七
年
)
　
「
六
月
丁

未
、
朝
、
采
人
享
趨
文
子
、
叔
向
為
介
、
司
馬
置
折
狙
、
礼
也
、
仲
尼
使
挙
是
礼
也
、
以

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

為
多
文
辞
旨
拠
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
彦
和
は
特
に
そ
の
「
以
為
多
文
辞
」
を
開
国
と
し

た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
こ
の
旬
で
は
「
多
文
」
と
し
て
あ
る
の
は
、
「
文
辞
」
の
語
は

既
に
す
ぐ
二
句
前
に
使
っ
た
し
、
且
つ
こ
の
句
の
字
数
の
関
係
も
あ
っ
て
さ
う
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

さ
き
の
「
鄭
伯
大
味
」
の
条
で
も
、
こ
の
「
采
置
折
狙
」
の
条
で
も
、
少
し
立
ち
入
っ

て
左
伝
の
こ
と
に
言
及
し
た
の
は
、
左
伝
の
原
文
に
於
け
る
「
文
辞
」
と
、
違
和
の
引
用

せ
を
「
文
辞
」
と
に
は
、
意
味
上
で
少
々
ず
れ
の
あ
る
こ
と
を
注
意
し
た
か
っ
た
為
で
あ

る
。
即
ち
左
伝
の
「
文
辞
」
は
、
文
理
あ
る
・
辞
令
、
つ
ま
り
条
理
の
適
っ
た
辞
令
と
い
ふ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

意
味
の
や
う
で
あ
る
の
に
、
澤
和
の
引
用
は
、
文
彩
あ
る
辞
令
の
意
味
へ
ひ
き
つ
け
て
を

る
ノ
か
と
思
ほ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
此
事
疇
貴
女
之
徴
也
」
の
「
蹟
」
は
、
唐
写
本
で
は
「
績
」
に
作
る
と
い
ふ

(
氾
引
孫
云
)
。
文
輩
を
案
ず
る
に
「
績
」
に
作
る
者
是
で
あ
る
。

「
情
欲
信
、
砕
欲
巧
」
。
礼
記
の
表
記
籍
に
「
子
日
、
君
子
不
以
色
親
人
、
惜
疏
而
貌
親
、

在
小
人
則
穿
譚
乏
臨
地
与
」
と
あ
り
、
そ
の
直
下
に
「
子
日
」
と
し
て
こ
の
二
句
が
出
さ

れ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
礼
記
で
の
「
辞
」
は
「
言
辞
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
疑
ふ
べ
く
も

な
い
。
そ
れ
を
彦
和
は
「
文
辞
」
　
(
文
章
)
　
の
意
味
へ
ひ
き
つ
け
て
　
こ
こ
に
使
用
し
た

も
の
の
や
う
で
あ
る
。
礼
記
の
　
「
巧
」
　
に
つ
い
て
、
孔
疏
で
は
、
「
誓
言
令
色
」
　
の

「
巧
」
と
、
そ
の
意
義
を
異
に
す
る
こ
と
を
注
意
し
て
を
る
が
、
そ
の
注
意
は
こ
こ
の
解

釈
に
も
適
用
で
き
る
。
即
ち
こ
こ
で
の
「
巧
」
は
、
徒
ら
に
衷
甥
の
技
巧
を
凝
ら
す
こ
と

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

を
言
ふ
の
で
は
な
く
、
信
実
な
る
情
を
ぎ
り
ぎ
り
に
表
現
す
る
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ

る
。

「
此
修
身
貴
文
之
徴
也
」
。
こ
こ
ま
で
で
、
「
政
化
」
　
「
事
績
」
　
「
修
身
」
と
い
ふ
、

重
要
な
る
三
方
面
に
於
て
孔
子
が
「
文
」
を
革
ん
で
ゐ
た
証
拠
を
挙
げ
終
っ
た
の
で
あ

五
九
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る
が
、
こ
の
三
方
面
を
所
謂
三
不
朽
の
「
立
徳
」
　
「
立
功
」
　
「
立
言
」
　
(
左
伝
襲
公
二
十
四

年
)
と
関
係
づ
け
て
み
れ
ば
、
「
政
化
」
と
「
事
紹
」
と
は
「
立
功
」
　
に
当
り
、
「
修
身
」

は
「
立
徳
」
に
当
り
、
そ
し
て
「
文
」
が
「
立
言
」
に
当
ら
う
か
。
す
る
と
彦
和
の
考
へ

方
は
、
三
不
朽
で
は
第
三
位
に
あ
る
「
立
言
」
を
、
他
の
二
つ
の
妥
附
と
し
て
最
も
重
ん

じ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
う
。

証
拠
か
た
め
が
終
っ
た
の
で
、
此
の
節
(
従
っ
て
銑
一
段
)
の
し
め
く
く
り
を
つ
け
、
や

が
て
次
の
段
を
陪
す
準
備
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
役
割
を
つ
と
め
て
ゐ
る
の
が
、

「
然
則
り
志
足
而
言
文
、
…
…
棄
文
之
金
科
央
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
「
然

則
」
の
承
け
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
此
の
節
の
上
文
全
体
を
承
け
る
の
で
は
な
く
、
「
此
修

身
貴
文
之
徴
也
」
の
一
聯
の
み
を
承
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
又
、
「
然
則
」
以
下
の
一

邪
の
内
容
も
、
上
文
で
論
じ
て
を
る
所
の
、
「
孔
子
が
文
を
貴
ん
だ
」
と
い
ふ
こ
と
に
直

接
つ
な
が
る
の
で
は
な
く
、
文
学
上
に
於
け
る
、
彦
和
の
信
条
を
述
べ
て
を
る
の
で
あ

る
。
乃
ち
、
惜
朱
箪
二
十
一
「
政
情
者
文
之
経
、
辞
者
理
之
緯
」
と
言
っ
て
を
る
通
り
、

珪
和
は
、
「
檜
」
と
「
群
」
と
が
、
文
章
の
根
本
的
要
素
で
あ
る
と
信
じ
て
ゐ
た
故
に
、

そ
の
根
本
的
要
素
な
る
「
情
」
は
信
に
、
「
辞
」
は
巧
で
あ
る
こ
と
が
、
作
品
の
最
要

の
条
件
で
あ
る
と
、
こ
こ
に
力
説
し
て
在
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
を
こ
こ
に

持
ち
出
し
て
あ
る
の
は
、
此
の
節
の
議
論
の
遊
び
方
と
し
て
は
、
少
し
く
わ
き
道
へ
そ
れ

た
か
の
感
を
懐
か
せ
ら
れ
る
。
彦
和
は
伺
故
こ
の
や
う
な
論
述
の
す
ぢ
を
た
ど
っ
た
の
で

あ
ら
う
か
表
し
、
孔
子
が
「
文
」
を
貴
ん
だ
乙
と
の
諸
徴
の
内
で
、
「
言
以
足
志
、
文

以
足
言
」
　
「
情
欲
信
、
僻
欲
巧
」
と
い
ふ
こ
と
こ
そ
、
文
章
の
校
本
的
要
件
で
あ
る
と
、

彦
和
は
考
へ
た
の
で
、
特
に
そ
の
こ
と
を
こ
こ
に
取
り
出
し
て
、
此
の
節
の
し
め
く
く
り

と
し
、
且
つ
、
聖
人
の
文
章
こ
そ
、
さ
う
い
ふ
根
本
的
要
件
を
備
へ
た
所
の
理
想
的
な
も

の
で
あ
る
こ
と
を
次
の
段
で
諭
ず
る
の
で
、
そ
の
論
へ
の
導
入
と
す
る
為
に
、
こ
の
や
う

な
す
ぢ
の
運
び
方
を
し
た
の
で
あ
ら
う
。

「
志
足
而
言
文
」
と
「
備
信
両
群
巧
」
上
の
二
句
は
、
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
を
繰
り
返
し

て
対
句
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
志
足
」
が
「
檜
信
」
で
あ
り
、
「
言
文
」
が
「

辞
巧
」
な
の
で
あ
る
。
佃
、
「
志
足
」
の
下
の
「
而
」
を
、
.
唐
写
本
は
「
以
」
に
作
る
と

六
〇

い
ふ
(
泥
引
孫
云
)
。
す
ぐ
下
の
「
晴
信
両
群
巧
」
の
句
に
も
「
而
」
が
出
て
ゐ
る
か
ら
、

こ
こ
は
「
以
」
の
字
が
是
で
あ
る
。

〇
六
蟹
周
日
月
、
妙
極
機
神
、
…
…
稚
圭
勧
学
、
必
読
於
経
(
堅
一
段
)

比
の
段
で
は
、
聖
人
の
文
章
が
理
想
的
な
る
も
の
な
る
こ
と
を
諭
す
る
。
そ
の
構
成

は
、
「
大
聖
周
日
月
、
…
或
隠
義
以
蔵
用
」
の
八
句
一
節
で
、
聖
人
の
文
章
が
「
情
は
信
に

辞
は
巧
な
る
」
こ
と
を
礪
諭
し
、
「
故
春
秋
二
十
以
衷
股
、
…
‥
・
此
隠
或
以
兢
用
地
」
の
十

二
句
一
節
で
、
聖
人
の
文
茸
に
は
種
々
の
体
制
の
れ
る
こ
と
を
具
体
的
に
例
証
し
、
「
故

知
繁
略
殊
形
、
…
必
宗
於
経
」
の
十
句
(
実
は
八
句
、
説
、
後
に
見
ゆ
)
一
節
で
、
第
一
・
二

節
の
諭
旨
を
一
応
要
約
し
て
籍
田
の
「
徴
彗
」
に
帰
結
さ
せ
、
「
易
称
持
物
些
一
己
、
・
:
…
」

以
下
の
一
一
節
で
、
「
精
義
曲
隠
」
　
「
後
部
娩
晦
」
と
「
正
言
」
　
「
髄
要
」
と
の
関
係
を
論

じ
て
、
こ
れ
亦
篇
題
の
「
徴
聖
」
に
帰
結
さ
せ
て
を
る
。
以
下
、
各
節
の
構
戟
・
意
義
に

つ
い
て
説
明
を
加
へ
よ
う
。

「
大
聖
周
日
月
、
…
或
隠
哉
以
蔵
用
」
　
(
第
一
飾
)

「
監
用
日
月
、
妙
極
機
神
」
の
二
句
は
、
聖
人
の
す
ぐ
れ
た
る
性
能
を
言
へ
る
も
の
と

見
た
い
。
「
蟹
」
と
「
妙
」
と
は
名
詞
的
用
法
で
あ
り
、
「
撃
」
は
照
(
広
雅
t
釈
詰
)
と

か
、
明
之
か
の
意
で
、
聖
人
の
、
事
物
を
知
り
つ
く
せ
る
、
並
ぶ
も
の
無
き
能
力
整
言
ひ
、

「
妙
」
は
霊
妙
の
妙
で
、
聖
人
の
、
幾
枚
を
予
知
す
る
、
不
可
曲
の
能
力
を
い
ふ
む
　
こ
の

「
堅
」
と
「
妙
」
と
を
名
詞
的
用
法
と
し
て
解
す
べ
き
こ
と
は
、
兜
の
「
妙
植
生
知
、
監

艦
日
月
」
と
併
せ
て
者
へ
れ
ば
一
層
明
か
と
な
ら
う
。
そ
こ
で
こ
の
二
句
に
「
蟹
は
日
月

の
ど
と
く
周
く
、
妙
は
機
神
の
ど
と
く
極
ま
る
」
と
託
み
た
い
。
碑
氾
氏
は
、
こ
の
上
句
に

注
し
て
「
易
上
繋
辟
『
陰
陽
之
義
配
日
月
』
、
監
周
日
月
、
準
言
窮
樋
陰
陽
之
道
」
と
い

ふ
。
「
窮
極
」
.
は
恐
ら
く
「
竪
周
」
を
解
し
た
の
で
あ
ら
う
が
、
句
法
か
ら
見
て
無
理
で

あ
り
、
「
陰
陽
之
道
」
を
以
て
「
日
月
」
を
解
す
る
の
も
穿
症
に
過
ぎ
る
。
若
し
用
易
を

ひ
き
あ
ひ
に
出
す
な
ら
ば
、
寧
ろ
文
言
伝
の
「
夫
大
人
者
、
…
‥
・
与
日
月
合
共
用
」
か
、

繋
坪
伝
上
の
「
懸
象
著
明
、
莫
大
乎
日
月
」
を
引
く
べ
き
で
あ
ら
う
。

と
こ
ろ
で
難
解
な
の
は
「
機
神
」
で
あ
る
。
こ
の
語
は
論
説
第
十
八
に
も
見
え
る
が
、



ど
う
も
は
つ
り
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
こ
こ
の
「
機
神
」
は
、
上
旬
の
「
日
月
」
と
い
ふ
実

体
名
詞
に
対
し
て
な
る
か
ら
、
こ
れ
も
亦
佃
か
実
体
的
な
る
も
の
を
意
味
せ
る
か
と
推
測

さ
れ
る
。
そ
こ
で
菜
へ
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
は
、
賀
柾
伝
下
の
「
知
幾
其
神
乎
」
に
本
づ

い
て
作
ら
れ
た
る
語
で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
果
し
て
然
ら
ば
、
こ
の
　
「
機

神
」
は
、
よ
く
事
の
放
牧
を
予
知
す
る
所
の
神
霊
、
と
い
ふ
意
味
に
な
ら
う
。
そ
し
て
こ

の
推
定
が
誤
ら
な
け
れ
ば
、
彦
和
は
、
神
秘
的
な
る
実
在
者
を
想
定
し
て
ゐ
た
こ
と
に
な

る
。こ

の
「
機
神
」
の
「
機
」
に
つ
い
て
、
黄
江
本
に
は
「
機
疑
作
幾
」
と
あ
り
、
詭
氏
も

「
機
当
作
幾
」
と
い
ふ
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
「
放
し
に
改
む
べ
き
で
は
な
い
。
班
に
唐
写

本
も
「
機
」
に
作
ら
れ
て
を
る
と
い
ふ
(
鈴
木
先
生
校
勘
記
)
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
楊

氏
も
既
に
そ
の
準
正
に
於
壱
、
紫
郎
上
の
「
研
幾
」
の
「
幾
」
が
陸
氏
普
哉
引
の
一
本
に
、

は
「
機
」
に
作
ら
れ
て
あ
る
こ
と
、
論
説
第
十
八
の
「
機
神
」
も
鞘
の
嘉
種
本
・
梅
子
貯

本
・
何
刻
漢
魂
叢
書
本
は
「
機
」
に
作
っ
て
「
幾
」
に
は
作
ら
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
等
を
証

拠
と
し
て
論
じ
て
を
る
。
「
機
」
　
「
幾
」
通
用
の
例
は
古
書
で
は
い
く
ら
も
見
ら
れ
る
所

で
あ
り
、
本
書
の
他
の
笛
に
癖
て
も
「
幾
扱
」
の
意
を
「
機
し
の
字
で
表
は
し
て
な
る
例

が
あ
る
。

「
文
成
規
短
、
恩
合
符
契
」
の
二
句
は
、
聖
人
は
　
「
蟹
」
　
と
　
「
妙
」
　
と
社
有
す
る
が

故
に
、
そ
の
文
章
が
非
常
に
す
ぐ
れ
て
を
る
こ
と
を
言
ふ
。
′
大
体
に
於
で
、
「
文
」
ぼ
形

式
で
あ
り
、
「
思
」
は
内
容
で
あ
る
と
言
へ
よ
う
。
そ
こ
で
、
「
文
は
規
餌
を
成
す
」
と

は
、
聖
人
の
文
章
は
適
正
な
る
結
構
で
で
き
上
つ
て
を
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
こ
の

「
規
額
」
を
、
標
準
と
か
、
槙
範
と
か
の
意
と
見
て
、
こ
の
句
を
、
「
聖
人
の
文
章
は
模

範
と
な
る
や
う
に
で
き
て
ゐ
る
」
と
解
し
て
も
解
し
得
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
、
下
旬

の
「
恩
は
符
契
を
合
す
」
と
併
せ
て
見
た
と
き
に
、
意
味
上
の
対
称
が
成
立
し
な
い
。
の

み
な
ら
す
神
思
第
二
十
六
「
規
短
虚
位
、
刻
銘
無
形
」
　
の
用
例
か
ら
推
し
て
も
、
「
規

難
し
と
は
、
規
酷
で
ほ
か
る
如
く
、
文
の
結
構
を
考
へ
る
こ
と
の
や
う
で
あ
る
。
つ
ぎ
に

「
恩
は
符
契
を
合
す
」
と
は
、
そ
の
内
容
が
、
わ
り
ふ
を
合
せ
た
如
く
、
ぴ
た
り
と
表
は

さ
れ
て
な
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
「
符
契
」
　
を
こ
こ
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
用
ひ
た
例

文
　
心
　
願
　
詔
　
札
　
記
　
臼
(
斯
波
)

ヽ

　

ヽ

が
、
風
骨
第
二
十
八
に
「
志
気
之
符
契
也
」
と
見
え
る
。

「
駿
周
日
月
、
…
…
恩
合
符
契
」
の
囲
句
と
、
上
文
の
「
晴
信
而
秤
巧
」
と
の
関
係
を

求
め
れ
ば
、
大
体
、
上
二
句
が
「
情
信
」
に
当
り
、
下
二
句
が
「
砕
巧
」
に
当
ら
う
。

「
或
簡
言
以
達
旨
、
…
=
・
或
隠
義
以
蔵
用
」
の
四
句
は
、
上
文
「
文
成
規
好
、
思
合
符

契
」
の
内
容
を
具
体
的
に
説
明
す
る
為
に
、
聖
人
の
文
章
を
四
つ
の
体
制
に
分
け
て
示
し

た
の
で
あ
る
。
「
簡
言
」
と
「
博
文
」
と
は
と
も
に
形
式
に
つ
い
て
言
ひ
、
「
明
理
」
と

「
隠
戴
」
　
と
は
と
も
に
内
容
に
つ
い
三
日
ふ
。
而
し
て
、
形
式
に
つ
い
て
は
「
闇
」
　
と

「
博
」
　
(
繁
の
意
)
と
を
対
照
し
て
挙
げ
、
内
容
に
つ
い
て
は
「
明
」
と
　
「
隠
」
　
と
を
対

照
し
て
挙
げ
て
を
る
の
で
あ
る
。
「
達
旨
」
の
「
旨
」
は
、
単
に
、
意
味
と
か
、
考
へ
と

か
と
い
ふ
こ
.
と
で
な
く
、
こ
め
.
ら
れ
た
る
意
味
と
か
、
深
い
考
へ
と
か
い
ふ
こ
と
の
や
う

で
あ
る
。
「
旨
」
に
は
さ
う
い
ふ
傾
向
を
持
て
る
用
法
が
多
く
、
本
書
で
も
完
経
第
三
、

詮
賦
第
八
、
批
移
第
二
十
等
に
そ
の
例
が
見
ら
れ
る
。
「
妙
旨
」
　
「
淵
旨
」
　
「
幽
旨
」
等

の
熟
語
が
形
成
さ
れ
る
の
も
、
「
旨
」
の
か
か
る
特
質
に
因
る
の
で
あ
ら
う
。
「
明
理
」

の
「
理
」
は
瑚
指
的
な
る
理
論
姿
言
ひ
、
「
隠
義
」
の
「
義
」
は
棚
部
の
義
例
堅
言
ふ
。

「
立
腔
」
の
「
概
」
と
　
「
節
用
」
の
　
「
用
」
　
と
は
、
相
対
す
る
こ
と
言
ふ
ま
で
も
な
い

が
、
し
か
し
宋
情
の
所
謂
「
体
用
」
　
の
意
味
で
は
な
い
。
.
こ
の
　
「
軋
」
　
は
具
体
的
な
姿

(
文
句
)
贅
言
ひ
、
「
用
」
は
そ
の
場
合
そ
の
場
合
の
用
準
聖
一
己
ふ
。
だ
か
ら
T
立
橿
」
と

は
、
明
か
に
姿
を
と
れ
る
文
句
を
打
ち
立
て
る
こ
と
で
あ
り
、
「
蔵
用
」
と
は
、
そ
の
場

合
そ
の
場
合
の
用
法
の
裏
に
そ
れ
と
な
く
こ
め
て
お
く
こ
と
整
言
ふ
。
乙
の
「
放
用
」
の

詔
は
、
渦
注
に
も
既
に
指
摘
せ
る
如
く
、
文
辞
伝
上
の
「
顕
諸
仁
、
蔵
諾
用
」
　
(
韓
注
.

衣
被
万
物
、
故
日
間
請
仁
、
日
用
而
不
知
、
故
目
蔵
試
用
)
　
に
拠
れ
る
も
一
の
で
あ
ら
う
。
従
っ

て
そ
の
読
み
方
も
「
用
に
成
す
」
で
あ
っ
て
、
「
用
を
成
す
」
で
は
な
さ
さ
う
で
あ
る
。

「
故
春
秋
一
字
以
褒
取
、
…
…
此
隠
義
以
蔵
用
也
」
　
(
第
二
節
)

「
故
」
は
、
上
節
の
「
或
簡
言
以
達
旨
」
以
下
四
句
を
承
け
て
、
此
の
一
節
十
二
句
全
部

に
か
か
る
。
一
般
に
「
故
」
は
、
必
ず
し
も
、
三
段
論
法
の
結
論
に
於
け
る
が
如
き
、
厳

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

'

　

ヽ

密
な
る
論
理
の
帰
結
聖
示
す
も
の
で
は
な
く
て
、
恕
ほ
ざ
つ
ば
に
結
論
を
引
き
出
す
場
合

に
用
ひ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
の
「
故
」
は
、
結
論
を
引
き
出
す
と
い

六
一
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ふ
よ
れ
γ
も
、
論
拠
を
引
き
出
す
作
用
を
し
て
お
る
や
う
で
あ
る
。
と
い
ふ
の
は
、
「
故
」

の
下
で
は
、
前
節
の
立
論
に
対
し
て
、
そ
れ
古
1
経
典
か
ら
証
拠
を
挙
げ
、
そ
し
て
「
此

箇
言
以
遠
旨
也
」
　
「
此
博
文
以
該
情
也
」
　
「
此
明
瓔
以
立
髄
也
」
　
「
此
隠
窮
以
節
用
也
」
.

-

　

_

-

、

　

、

-

と
、
〓
前
節
の
立
論
に
は
ぬ
か
へ
し
て
証
明
し
て
を
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
注
意
す
べ

_

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

き
は
、
こ
の
や
う
な
は
ね
か
へ
し
の
論
証
法
を
と
っ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
他
の
篇
に
も
あ

り
、
両
も
そ
れ
に
は
「
伺
以
明
其
然
」
の
句
を
伴
へ
る
も
の
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

例
を
挙
げ
れ
ば
、
通
変
第
二
十
九
に
「
宍
設
文
之
橿
有
常
、

変
文
之
数
無
方
、
伺
以
明
其

然
郡
、
Ⅳ
詩
賦
書
記
、
名
理
相
因
、
此
血
潮
矧
オ
醜
也
当
女
帝
気
力
、
通
変
則
久
、
此
無
方

之
数
也
」
と
あ
り
、
晴
乗
第
三
十
一
に
「
昔
詩
人
什
措
、

為
文
而
造
情
、
伺
以
明
其
燃
、
∴
…
:
此
為
情
而
近
文
也
、

為
晴
雨
遺
文
、
呼
人
斌
鋤
、

…
…
此
為
文
両
道
借
地
」
と
あ

る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
適
変
・
惜
乗
の
論
述
と
、
此
の
節
の
論
述
と
を
比
較
し
で
一
見

る
L
L
、
論
調
北
は
強
記
の
差
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
へ
論
証
の
方
法
そ
の
も
の

は
殆
ん
ど
同
一
で
あ
る
や
う
に
恩
ふ
。
す
る
と
、
こ
こ
の
「
故
」
の
作
用
に
は
、
適
変
・

情
乗
の
「
伺
以
瑚
其
然
し
と
、
相
通
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
書
に
は

ノ
「
故
」
の
字
が
頻
繁
に
使
は
れ
で
ゐ
る
が
、
中
に
は
そ
の
意
味
の
は
っ
き
り
つ
か
み
難
い

も
の
が
あ
る
。

佃
、
此
の
節
に
於
け
る
如
く
、
〓
具
体
的
の
証
拠
を
挙
げ
て
論
す
る
溝
法
は
、
珪
和

自
ら
の
所
謂
「
将
賊
其
論
、
必
徴
言
焉
」
　
(
縛
既
第
五
「
の
論
証
法
で
あ
っ
て
、
彼
と
し

て
は
甚
だ
得
意
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
喪
服
挙
橿
以
包
重
」
の
「
包
」
は
、
唐
写
本
で
は
「
竃
」
に
作
ら
れ
る
と
い
ふ
　
(
花

引
挿
云
)
。
今
の
「
包
」
の
字
を
古
本
で
は
「
召
し
に
作
る
例
が
し
ぼ
′
(
、
あ
る
か
ら
、
こ

こ
も
　
「
窟
」
　
に
作
る
も
の
が
恐
ら
く
も
と
の
姿
を
残
し
て
を
る
の
で
あ
ら
う
。
佃
、

「
包
」
は
、
「
猶
兼
也
」
　
(
田
礼
、
大
視
注
)
と
も
注
せ
ら
れ
、
「
か
ぬ
」
の
訓
が
あ
る
と
.
こ

か

ろ
か
ら
、
こ
こ
も
「
歪
を
を
包
ぬ
」
と
訓
託
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
「
包
」
　
と
　
「
兼
」
　
と

は
、
そ
の
字
源
が
示
す
如
く
、
本
質
的
に
は
意
義
を
異
に
す
る
。
包
は
、
一
つ
の
も
の
が

他
を
含
む
こ
と
で
あ
り
、
兼
は
、
二
つ
の
も
の
を
あ
ほ
せ
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て

こ
の
「
重
き
を
包
ぬ
」
も
、
軽
い
も
の
を
挙
げ
て
、
そ
れ
に
、
重
い
も
の
を
も
、
言
は
す

六
二

と
知
れ
た
こ
と
と
し
て
、
含
ま
せ
て
を
る
、
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。

「
書
契
断
決
以
象
央
」
。
こ
の
「
断
決
」
を
唐
写
本
で
は
「
決
断
」
に
作
る
と
い
ふ
。

(
花
引
孫
云
)
。
繋
辟
伝
の
韓
琵
(
下
に
引
く
)
も
「
決
断
」
と
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
こ
こ

は
「
決
断
」
に
作
る
も
の
が
是
で
あ
る
。

上
文
の
「
春
秋
∵
…
」
　
以
下
の
二
句
、
.
「
那
詩
・
・
…
・
」
以
下
の
二
句
、
及
び
下
文
の

「
四
象
…
…
」
以
下
の
二
句
は
、
何
れ
も
最
初
の
二
字
の
下
に
逗
す
る
句
法
に
な
っ
て
な

る
が
、
こ
の
旬
は
「
書
契
決
断
し
四
字
で
達
す
る
。
直
下
の
「
文
章
明
晰
…
…
」
の
旬
も

之
に
準
ず
る
。

さ
て
此
の
旬
は
、
繋
庫
伝
下
の
「
上
古
疇
紐
而
治
、
万
民
以
察
、
蓋
取
諸
央
」
と
、
そ

の
韓
江
「
央
決
也
、
書
契
所
以
決
断
万
事
也
」
と
に
拠
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

そ
し
て
彦
和
の
意
図
は
、
比
の
旬
を
以
て
、
繋
辞
伝
の
本
文
「
上
古
結
純
而
治
、
…
…
莞

取
詑
央
」
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
に
在
っ
た
も
の
と
思
ふ
。
つ
受
り
、
繋
辞
伝
の
此
の
文
を

指
し
示
し
て
、
乙
の
や
う
に
、
道
理
を
正
面
に
打
ち
出
せ
る
文
体
が
経
典
に
あ
る
こ
と
を

例
証
し
た
の
で
あ
ら
う
。

「
文
章
昭
晰
以
象
離
し
。
孫
論
談
も
既
に
指
摘
せ
し
通
り
、
こ
の
「
晰
」
は
「
噺
」
の

謂
休
で
あ
る
(
札
些
)
。
現
に
唐
写
本
及
び
明
刊
漢
規
叢
書
所
収
張
遂
辰
関
本
は
正
に
「
噺
」

に
作
る
と
い
ふ
(
戸
田
治
暁
氏
校
勘
記
補
)
。
説
文
、
日
部
に
日
く
「
野
、
叩
菅
、
明
也
、

.
仏
日
、
折
声
。
」
段
控
に
日
く
「
暫
字
、
自
在
下
、
戎
自
在
努
、
作
噺
、
同
耳
」
と
。
以
て

「
肺
」
字
に
作
る
べ
き
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
「
昭
噺
」
　
の
詔
は
畢
緯
第
四
、
明
詩
第

K
、
絵
柄
第
四
十
四
に
も
見
え
る
。

「
象
離
」
の
「
象
」
を
唐
写
本
で
は
「
効
」
に
作
る
と
い
ふ
(
花
引
孫
云
)
。
「
効
」

に
作
る
も
の
が
是
で
あ
る
。
何
故
か
と
言
へ
ば
、
上
文
の
二
対
句
に
於
で
「
…
…
褒
原
、

…
…
包
重
」
　
「
…
…
紹
句
、
・
…
:
繁
辞
」
と
、
そ
れ
ん
‥
1
、
上
旬
と
下
旬
と
は
呆
れ
る
語

を
以
て
対
さ
せ
て
あ
り
、
下
文
の
「
・
…
=
曲
隠
、
…
‥
・
椀
晦
」
の
対
句
に
於
て
も
亦
然
る

に
、
こ
の
「
・
‥
‥
・
象
共
、
…
‥
・
象
離
」
だ
け
が
、
上
下
句
栂
に
「
象
」
の
字
を
用
ふ
る
こ

と
は
、
肝
文
の
常
と
し
て
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
、
二
」
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
北
京
漢

学
研
究
所
適
検
叢
刊
本
の
校
詔
に
も
、
ほ
ぼ
同
じ
説
が
ぁ
る
。



こ
こ
の
「
文
章
昭
噺
」
と
は
、
聖
人
の
天
下
を
化
成
せ
し
制
度
文
物
の
盛
ん
な
り
し
こ

と
峯
言
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
語
そ
の
も
の
は
恐
ら
く
、
郡
卦
、
豪
伝
の
「
頚
明
以
離

乎
正
、
乃
化
成
天
下
」
、
象
伝
の
「
明
補
作
離
、
大
人
以
継
明
照
十
川
勇
」
等
を
背
景
と

し
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
が
し
か
し
「
文
革
昭
噺
以
効
離
」
と
い
ふ
句
は
、
車
ろ
説

卦
伝
の
「
離
他
者
明
地
、
万
物
皆
相
見
、
南
方
之
卦
也
、
聖
人
南
面
而
砥
天
下
、
特
用
而

治
、
莞
取
諾
此
也
」
な
る
文
章
を
代
表
し
て
な
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
何
と
な
れ
ば
、

彦
和
の
こ
こ
で
問
題
に
し
て
を
る
の
は
、
「
・
‥
…
莞
取
詔
某
」
と
い
ふ
、
易
の
文
章
の
書

き
方
な
の
で
あ
る
か
ら
。

佃
、
易
に
は
「
蕊
取
諸
共
」
の
書
き
方
が
数
回
あ
る
の
に
、
そ
れ
ら
の
内
か
ら
特
に
夫

と
雛
と
を
取
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
、
文
字
・
文
章
に
関
係
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
ら

う
。と

こ
ろ
で
こ
こ
に
二
つ
の
疑
問
が
わ
く
。
上
文
の
二
対
句
で
は
　
「
春
秋
…
・
、
喪

畢
…
‥
」
　
「
邸
詩
=
…
・
、
儒
行
…
…
」
と
、
そ
れ
ん
1
異
れ
る
経
典
に
つ
い
て
対
を
さ
せ
、

て
を
り
、
下
女
の
「
四
象
…
…
、
五
例
…
…
」
で
も
、
亦
然
る
に
、
「
書
契
…
=
、
文

事
…
‥
・
」
の
み
が
易
と
易
と
を
対
さ
せ
て
を
る
。
こ
れ
が
第
一
の
疑
問
。
第
二
の
疑
問

は
、
上
文
の
二
対
句
も
下
文
の
一
対
句
も
、
経
書
の
文
体
に
つ
い
て
、
そ
れ
右
1
概
括
的

′
に
論
じ
て
な
る
の
に
、
「
書
契
・
…
‥
、
文
章
…
…
」
の
み
が
、
易
伝
の
文
章
を
具
体
的
に

取
り
挙
げ
て
を
る
こ
と
で
あ
る
。

か
う
い
ふ
不
摘
ひ
な
取
り
方
と
な
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
餅
文
な
る
体
制
に
拘
束
さ
れ
た

為
の
や
む
を
得
ざ
る
結
果
な
の
で
あ
ら
う
。

「
四
象
精
義
以
曲
隠
」
の
「
四
象
」
に
つ
い
て
濾
氏
は
「
易
上
栗
幅
『
易
有
四
象
、
所

以
示
也
、
』
正
義
引
荘
氏
臼
『
囲
象
謂
六
十
四
卦
之
中
、
有
実
象
、
有
仮
象
、
有
義
象
、

有
用
象
、
為
四
象
、
』
案
原
道
篇
『
乾
坤
同
位
、
独
制
文
言
、
』
彦
和
同
荘
氏
説
、
則
本

篇
所
云
囲
象
精
義
以
曲
隠
、
当
即
指
此
」
と
注
し
て
ゐ
る
。

「
四
象
」
の
語
は
曳
辞
伝
に
三
見
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
解
釈
は
諸
説
区
々
で
あ
る
。
旧

説
で
今
わ
か
る
も
の
一
に
、
鄭
玄
の
六
・
八
・
九
・
七
と
解
す
る
説
(
乾
堅
度
引
)
、
虞
翻

の
春
夏
秋
冬
と
解
す
る
説
(
褒
解
引
)
、
伺
氏
の
「
天
生
神
物
、
聖
人
則
之
」
　
「
天
地
変

文
　
心
　
離
　
詔
　
札
　
記
.
臼
(
斯
波
)

化
・
聖
人
効
之
」
「
天
垂
象
彗
口
凶
、
聖
人
象
之
」
　
「
河
出
園
掛
田
衰
日
、
聖
人
則
之
」

(
何
れ
も
緊
辞
伝
上
の
文
)
と
解
す
る
説
(
正
索
引
)
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
違
和
が
之
を
取

り
挙
げ
挺
の
は
、
深
い
意
味
を
も
っ
て
ゐ
て
、
そ
し
て
正
面
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
や
う

に
ー
そ
れ
と
な
く
隠
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
(
精
義
以
曲
隠
)
.
と
し
て
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
鄭

単
や
虞
説
の
如
き
具
体
的
な
数
や
四
季
生
息
味
せ
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
伺
説
の
如

き
繋
辞
の
明
文
を
指
せ
る
も
の
と
し
て
で
も
な
さ
さ
う
で
あ
驚
そ
こ
で
今
の
と
七
ろ
花

注
に
指
摘
せ
る
荘
氏
説
を
当
て
る
の
が
比
較
的
穏
や
か
か
と
思
ふ
。
但
し
荘
氏
説
の
精
し

い
乙
と
は
今
わ
か
ら
な
い
。

「
精
義
」
の
語
は
、
繋
辞
伝
下
の
「
精
義
入
神
」
　
(
韓
注
、
精
義
.
物
理
之
徴
者
也
)
に

拠
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
し
、
「
曲
隠
」
の
語
は
、
繋
辟
伝
下
の
　
「
其
言
曲
面
中
　
(
注
、
変

ヽ

化
無
恒
・
不
可
為
典
要
・
故
其
言
曲
而
中
也
)
・
英
軍
辟
而
隠
」
　
(
注
、
事
班
而
甥
徹
也
)
に

拠
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
。

「
故
知
繁
略
殊
形
.
…
…
必
宗
於
経
」
　
(
第
三
節
)

「
故
知
繁
略
殊
形
、
隠
顕
異
術
」
。
「
故
知
」
は
、
「
則
文
有
師
英
」
ま
で
か
か
る
。

第
二
節
も
「
故
」
に
は
じ
ま
っ
て
ゐ
元
が
、
こ
の
型
二
節
も
亦
「
放
し
た
は
じ
ま
る
。
こ

の
や
う
な
「
故
」
の
連
用
が
、
本
書
に
頻
り
に
出
て
く
る
。

「
殊
形
」
の
「
形
」
を
唐
写
本
で
は
「
制
」
に
作
る
と
い
ふ
(
箔
引
孫
云
)
。
定
勢
第

三
十
に
「
犬
馬
殊
形
」
な
る
言
ひ
方
も
あ
る
か
ら
、
こ
こ
も
「
殊
形
」
の
ま
ま
で
も
意
味

は
適
す
る
。
け
れ
ど
も
、
彦
和
が
こ
こ
で
関
越
に
し
て
な
る
の
は
、
文
章
の
繁
略
隠
顕
と

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

、

ヽ

　

、

い
ふ
っ
く
り
ざ
ま
で
あ
っ
て
、
す
が
た
で
は
な
い
。
こ
の
点
か
ら
考
へ
れ
ば
、
「
制
」
の

字
が
是
で
あ
る
。
但
し
「
形
」
の
字
で
あ
れ
ば
、
此
の
句
以
下
囲
句
の
句
末
の
平
伏
が
、

平
・
灰
・
平
・
灰
と
な
っ
て
、
調
子
は
宜
し
い
。

「
繋
略
」
の
「
繋
」
は
上
文
の
　
「
博
文
以
該
情
」
　
に
応
じ
、
「
略
」
姉
ハ
「
簡
言
以
遠

旨
」
に
応
じ
、
「
隠
顕
」
の
「
隠
」
は
「
隠
義
以
成
用
」
に
応
じ
、
「
顕
」
は
「
明
理
以
立

檀
」
に
応
ず
る
。
又
「
殊
制
」
と
「
異
術
」
と
は
互
文
と
し
て
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

「
抑
引
随
時
、
変
通
会
適
」
。
「
抑
引
」
は
、
難
解
の
詔
で
あ
る
。
こ
の
語
は
経
典
に

は
見
え
な
い
や
う
で
、
魂
晋
以
後
の
作
品
虻
見
え
る
。
そ
の
内
、
次
の
も
の
が
、
語
義
の

六
三
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1

解
明
に
比
較
的
役
だ
つ
か
と
恩
ふ
。
「
六
経
以
折
引
為
主
、
入
性
以
従
容
為
歓
、
抑
引
則

ヽ

　

ヽ

違
其
頗
、
従
容
則
得
自
然
、
然
則
自
然
之
得
、
不
由
抑
引
之
六
経
、
金
性
之
本
、
不
頭
犯

情
之
礼
律
」
　
(
輿
巴
輿
難
張
激
自
然
好
学
諭
)
。
.
「
従
容
」
と
対
し
、
「
犯
情
」
と
対
せ

る
を
見
る
と
、
規
範
を
守
る
と
か
、
拘
束
す
る
と
か
の
意
味
ら
し
い
。
「
名
敏
之
大
権
忠

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

孝
而
巳
、
至
乎
変
通
抑
引
、
毎
等
凱
殊
」
　
(
宋
冒
鄭
鮮
之
伝
所
載
膵
療
仕
官
読
)
。
「
変
通
」
と

対
用
す
る
か
ら
、
原
則
を
守
る
と
か
、
正
常
の
行
き
方
を
す
る
と
か
の
意
味
ら
し
い
。
以

上
の
用
例
を
考
へ
あ
は
せ
て
、
濠
和
の
こ
こ
で
の
用
法
を
推
測
す
れ
ば
、
き
ち
ょ
う
め
ん

に
使
ふ
と
か
、
原
則
的
に
用
ひ
る
と
か
の
意
味
と
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
、

上
文
の
「
繁
・
略
・
隠
・
顕
」
の
法
を
そ
の
ま
ま
位
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
′
。

「
変
通
」
の
語
は
上
旬
の
「
随
時
」
の
語
と
と
も
に
周
易
か
ら
出
て
な
る
。
繋
辞
伝
に

見
え
る
「
変
通
」
の
語
は
、
変
化
適
応
し
て
停
滞
し
な
い
と
い
ふ
意
味
ら
し
い
。
彦
和
の

こ
こ
で
の
用
法
も
本
質
的
に
は
繋
辞
の
用
法
と
適
す
る
が
、
上
旬
の
「
抑
引
」
に
対
し
て

を
る
と
こ
ろ
か
ら
、
融
通
を
き
か
せ
る
と
か
、
応
用
す
る
と
か
い
ふ
程
の
意
味
と
見
て
よ

い
で
わ
ら
う
。
つ
ま
り
、
「
無
・
楠
・
隠
・
顕
」
の
法
に
拘
泥
せ
ず
匿
、
そ
の
他
の
法
を

使
ふ
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
法
に
つ
い
て
は
、
班
性
第
二
十
七
に
挙
げ
ら
れ

た
る
「
八
億
」
な
ど
を
恩
ひ
あ
ほ
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

「
全
通
」
は
、
唐
写
本
で
は
「
適
会
」
　
に
作
ら
れ
る
と
い
ふ
(
箔
引
揮
云
)
。
適
検
本

の
校
語
に
も
既
に
指
摘
せ
る
通
り
、
「
退
会
」
の
語
は
、
.
章
句
堕
二
十
四
に
「
随
変
通

会
、
莫
見
定
準
」
、
練
等
第
三
十
九
に
「
詩
騒
適
会
.
而
近
世
忌
同
」
、
呑
気
第
四
十
二
に

「
故
宜
従
容
率
情
、
優
柔
適
会
」
と
あ
る
が
、
「
会
適
」
は
本
書
に
見
え
な
い
。
で
は

「
適
会
」
と
は
伺
如
な
る
育
味
か
。
遺
憾
な
が
ら
、
ま
だ
他
の
書
に
於
け
る
用
例
を
知
ら

な
い
の
で
、
そ
の
音
味
を
正
確
に
帰
納
し
得
な
い
が
、
右
に
引
け
乙
本
書
の
三
用
例
を
観

る
に
、
「
随
変
」
　
(
変
に
随
ふ
)
、
「
嘉
同
」
　
(
同
を
忌
む
)
・
「
率
情
」
　
(
情
に
率
ふ
)
と
、

そ
れ
ん
1
相
対
し
て
を
る
か
ら
、
す
く
と
も
、
そ
の
構
成
は
・
「
会
に
適
す
」
で
あ
っ
て

「
通
し
会
す
」
で
は
な
い
と
だ
け
は
言
へ
る
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
更
に
語
義
に
つ
い
て
臆

測
を
遺
し
う
す
れ
ば
、
「
適
」
は
之
通
で
あ
り
、
「
会
」
は
会
合
で
あ
っ
て
、
「
会
合
す

べ
き
と
こ
ろ
に
お
ち
つ
く
」
と
で
も
直
訳
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
か
う
考
へ
な
が

六
四

ら
こ
こ
の
句
鞍
見
る
に
、
上
旬
に
「
随
時
」
　
(
時
に
随
ふ
)
　
と
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
対
す

る
下
旬
の
語
も
、
「
適
会
」
　
(
会
に
通
す
)
と
あ
る
方
が
妥
当
で
あ
り
、
従
っ
て
当
に
唐

写
本
に
従
ふ
べ
き
で
あ
る
。
債
、
「
随
時
」
と
「
退
会
」
と
も
互
文
で
あ
る
。

さ
て
「
繋
略
殊
制
、
…
…
変
通
適
会
」
の
四
旬
の
関
係
は
、
ヒ
二
句
で
一
対
を
な
し

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

て
、
繋
略
隠
顕
の
つ
ぐ
り
ざ
ま
と
、
そ
の
つ
.
く
り
か
た
と
に
は
、
そ
れ
ぐ
l
・
遠
ひ
の
あ
る

こ
と
を
言
ひ
、
下
二
句
で
一
対
を
な
し
て
、
時
宜
に
随
ひ
場
合
に
応
じ
て
、
或
ひ
は
繋
略

隠
顕
の
原
則
社
用
ひ
、
或
ひ
は
融
通
む
き
か
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
堅
言
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
二
句
と
下
文
と
の
関
係
は
、
こ
の
二
対
が
一
体
と
な
っ
て
、
′
下
女
の
「
徴
之

周
孔
、
則
文
有
師
英
」
の
主
格
に
立
っ
て
な
る
の
で
あ
る
。

「
徴
之
周
孔
、
則
文
有
師
英
」
。
「
之
」
は
、
上
文
「
紫
略
殊
制
」
以
下
の
四
句
を
承

け
る
。
比
の
二
句
藍
況
め
ば
、
孟
子
の
「
天
道
若
大
路
然
、
畳
難
知
乎
、
人
病
不
求
耳
、

子
帰
而
求
之
、
有
飴
師
」
　
(
告
子
下
)
を
聯
想
す
る
。
珪
和
の
此
の
句
が
孟
子
を
背
景
と

し
た
も
の
だ
と
は
断
言
し
得
な
い
け
れ
ど
も
、
道
は
大
路
の
如
く
明
か
な
る
に
、
自
ら
之

を
求
む
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
当
時
の
人
々
に
対
し
て
孟
子
が
欺
い
た
如
く
、
珪
和
も
亦
、

文
を
聖
人
に
徴
す
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
当
時
の
文
人
に
対
し
て
深
い
欺
き
を
発
し
、
そ
の

欺
き
を
此
の
二
句
に
こ
め
て
在
る
上
解
し
て
も
、
あ
な
が
ち
、
穿
ち
過
ぎ
と
は
言
へ
な
い

で
あ
ら
う
。
こ
の
立
場
か
ら
、
此
の
二
句
は
篇
末
の
「
天
道
難
聞
、
猶
戒
壇
仰
、
文
章
可

見
、
胡
寧
勿
思
」
と
呼
応
せ
る
も
の
と
し
て
読
む
べ
き
だ
と
思
ふ
。

さ
て
、
「
繋
略
隠
顕
」
の
こ
と
を
聖
に
擬
し
て
、
こ
こ
に
論
じ
て
を
る
の
は
、
珪
和
の

胸
裏
に
あ
る
「
文
に
定
格
無
し
」
と
い
ふ
考
へ
方
の
湖
は
れ
な
の
で
あ
る
。
こ
の
考
へ
方

は
、
「
夫
設
文
之
随
看
常
、
変
文
之
数
無
方
」
　
(
司
変
型
l
十
九
)
、
「
剛
桑
以
立
木
、
変

瓔
以
趨
時
」
　
(
帝
裁
登
二
十
二
)
、
「
謂
繁
与
略
、
随
分
所
好
」
(
同
上
)
、
「
随
変
通
会
、

莫
見
定
準
」
　
(
章
句
彗
一
十
四
)
、
「
倍
数
運
用
」
随
時
代
用
英
」
　
(
同
上
)
等
、
所
々
に

見
え
、
殊
に
定
勢
第
三
十
は
殆
ん
ど
全
篇
、
こ
の
考
へ
方
に
本
づ
け
る
議
論
で
あ
る
。

「
是
以
子
政
論
文
、
必
徴
於
聖
、
稚
圭
勧
学
、
必
完
於
経
」
。
比
の
閏
句
は
、
.
唐
写
本

で
は
「
是
以
論
文
必
徴
於
聖
、
窺
聖
必
読
於
経
」
の
二
句
に
作
ら
れ
る
と
い
ふ
(
鈴
木
先

旦
校
勘
記
・
渇
引
孫
云
)
。
花
注
所
引
の
超
万
里
の
説
や
、
通
検
本
の
校
藷
に
、
既
に
言
へ



至
芸
二
、
今
本
(
苛
注
本
)
は
、
楊
槙
の
妄
増
せ
し
所
に
従
へ
る
も
の
で
、
全
く
採
る

に
足
ら
な
い
。
当
に
唐
写
本
に
従
ふ
べ
き
で
あ
る
。

此
の
二
句
(
今
水
で
は
四
句
)
は
、
上
の
「
:
:
・
徴
之
周
孔
、
則
有
師
夷
」
と
下
の
「
易

称
描
物
事
字
:
…
」
と
の
つ
な
ぎ
の
役
を
減
じ
て
あ
る
の
で
あ
る
が
、
上
の
方
と
下
の
坊

と
の
ど
ち
う
へ
附
請
腔
が
強
い
か
と
い
へ
ば
、
当
然
、
上
の
方
へ
附
斉
慶
が
強
い
と
見
る

べ
き
で
わ
ら
う
。
花
注
本
も
適
検
本
も
、
「
徴
之
周
孔
、
則
文
有
師
央
」
で
段
落
を
切

り
、
此
の
「
是
以
i
…
」
を
次
由
の
目
頭
と
し
て
ゐ
る
。
「
是
以
…
‥
」
を
下
の
方
へ
就

け
る
や
り
方
は
固
よ
り
、
段
落
の
切
り
方
そ
の
も
の
に
も
従
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
論
文
必
徴
於
望
」
は
、
上
文
の
「
徴
之
周
孔
」
が
繁
略
隠
顕
に
つ
い
雲
口
つ
て
ゐ
計

の
を
本
と
し
て
、
そ
の
趣
旨
を
「
論
文
」
一
般
に
ま
で
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
窺
聖

必
完
於
絡
」
は
、
す
ぐ
下
に
、
易
・
書
を
引
い
て
論
す
る
が
為
の
前
ぶ
れ
で
あ
り
、
完
経

第
三
の
伏
線
で
も
あ
る
。

「
易
称
、
掛
物
望
己
、
:
‥
則
文
其
庶
宅
」
　
(
第
四
節
)

「
摺
物
正
言
、
断
辞
則
備
」
。
賀
辞
伝
下
の
「
夫
易
彰
往
而
察
来
、
而
微
顕
聞
幽
、
開

而
当
名
、
研
物
璽
責
、
新
鮮
則
傭
兵
」
か
ら
引
い
た
の
で
あ
る
が
、
珪
和
は
繋
辞
の
こ
の

文
を
ど
の
や
う
に
読
ん
で
こ
こ
に
引
用
し
た
の
で
あ
う
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
へ
て
み
る

の
も
必
す
し
も
む
だ
で
は
あ
る
ま
い
。

四
部
意
刊
本
や
注
疏
本
の
周
易
は
、
「
夫
易
彰
往
而
察
采
、
両
級
顕
聞
幽
」
を
一
区
切

と
し
、
「
開
而
当
名
、
研
物
正
吉
、
断
辞
則
傭
兵
」
を
一
区
初
と
し
て
あ
る
。
つ
ま
り
「
関

前
当
名
」
の
句
を
「
顆
物
正
吾
こ
の
方
に
つ
づ
け
て
読
む
こ
と
聖
示
し
て
l
あ
る
も
の
の
や

う
で
あ
る
。
そ
し
て
正
式
で
は
、
確
か
に
、
さ
う
読
ん
で
あ
る
。
こ
の
読
み
方
が
異
し
て

樟
樺
伯
の
旧
を
存
せ
る
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
ふ
故
地
は
あ
る
が
、
仮
り
に
韓
康

伯
の
読
み
方
が
さ
う
で
あ
っ
た
と
し
、
そ
し
て
文
彦
和
は
そ
れ
に
従
っ
て
読
ん
で
わ
た
と

す
れ
ば
、
緩
和
の
こ
こ
の
引
き
方
は
、
論
述
の
都
合
上
、
「
細
物
畢
言
」
以
下
だ
け
を
切

り
取
っ
て
引
い
た
も
の
と
判
断
し
な
く
で
は
な
ら
な
く
な
る
。

と
と
ろ
が
、
嚢
辞
の
右
に
引
け
る
文
に
つ
い
で
の
虞
翻
の
注
に
い
ふ
、
「
神
以
如
来
、

知
以
蔵
往
、
扱
者
顕
之
、
謂
従
複
成
乾
、
是
賀
来
也
、
間
者
幽
之
、
謂
従
娠
之
坤
、
是
彰

文
　
心
　
胱
　
寵
　
札
　
記
　
口
(
斯
波
)

往
也
、
陽
息
出
初
、
散
開
而
当
名
」
.
(
蔓
解
引
)
と
。
残
念
に
も
、
「
難
物
正
言
」
以
下

に
対
す
る
注
が
残
っ
て
ゐ
な
い
の
で
確
か
な
こ
と
は
言
へ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
だ
け
の

溝
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
橿
細
は
、
「
開
而
当
名
」
を
上
の
方
へ
つ
け
て
読
ん
で
ゐ
雪
つ
ま

り
「
雑
物
璽
l
一
己
」
の
方
へ
は
つ
け
て
わ
な
か
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
叉
干
宝
の
注
で
、

「
研
物
涯
言
」
以
下
に
対
す
る
も
の
が
ひ
と
ま
と
ま
り
と
な
っ
て
残
っ
て
あ
る
　
(
後
に
出

す
)
こ
と
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
干
宝
も
亦
、
「
開
而
当
名
」
を
「
塀
物
畢
言
」
の
方
へ
つ

け
て
わ
な
か
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
そ
れ
に
叉
、
韓
康
伯
の
注
「
理
事
耕
明
、
故
日
断

辞
也
」
の
書
き
ぶ
り
か
ら
推
せ
ば
、
実
は
韓
も
亦
同
様
で
あ
っ
た
の
で
憺
な
い
か
と
疑
は

れ
る
。
異
し
て
こ
の
や
う
な
読
み
方
が
あ
つ
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
珪
和
の
引
き
方
と
一

致
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
「
舞
物
要
言
、
断
碑
則
備
英
」
の
意
味
で
あ
る
が
、
韓
注
(
上
に
見
ゆ
)
　
は

飴
り
に
簡
単
で
、
そ
の
意
味
を
的
確
に
捉
へ
得
な
い
。
つ
ぎ
に
干
宝
の
注
に
い
ふ
、
「
摺

物
、
摺
物
顆
也
、
正
言
、
言
正
義
也
、
断
辞
、
断
吉
凶
也
、
如
此
則
備
於
経
英
」
　
(
集
解

引
)
と
。
即
ち
干
宝
は
、
本
文
を
「
難
物
畢
言
断
辞
は
則
ち
備
は
る
」
と
読
み
、
摺
物
と

要
言
と
断
辞
と
の
三
つ
が
並
列
さ
れ
て
を
る
と
見
て
、
こ
の
三
つ
が
易
梶
に
完
備
し
て
ゐ

る
、
と
解
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
.
彦
和
の
こ
こ
の
引
用
は
、
干
宝
の
説
で
は
通
じ
ょ
う
も
な
い
。
此
の
篇
の
前
後

の
文
と
の
関
係
を
考
へ
つ
つ
、
そ
の
場
に
於
で
読
解
す
る
よ
り
ほ
か
な
い
や
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
こ
の
引
用
は
「
摺
物
畢
言
す
れ
ば
、
断
辟
備
は
る
」
　
(
別
の
字
は
、
摺
物
望
一
己
を

承
け
る
と
見
る
)
と
読
む
の
で
は
な
い
か
と
忠
ふ
。
下
文
に
「
正
吉
所
以
立
塀
」
と
言
ひ
、

「
研
立
則
有
断
辞
之
美
」
と
言
へ
る
に
拠
っ
て
さ
う
推
定
す
る
の
で
あ
る
。
「
塀
物
」
は

物
事
を
弁
別
し
て
条
理
を
明
か
一
灯
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
「
正
言
」
は
道
理
に
中
れ
る
正

し
竺
責
ひ
方
で
あ
ら
う
。
「
断
碑
」
は
断
定
せ
る
文
辞
で
あ
ら
う
。
繋
砕
伝
の
文
を
か
う

い
ふ
風
に
読
み
、
か
う
い
ふ
夙
に
解
す
る
説
が
あ
っ
て
、
珪
和
は
そ
れ
に
従
つ
一
】
l
一
こ
こ
に

引
用
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
此
の
符
に
於
け
る
論
述
に
都
合
の
よ
い
や
う
に
、
さ
う
読

み
、
さ
う
解
も
て
引
用
し
た
の
か
、
そ
の
辺
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
が
、
と
も
か
く
、

此
の
引
用
文
を
引
用
さ
れ
た
場
で
解
釈
す
る
と
、
ほ
ぼ
右
の
や
う
に
な
る
か
と
思
ふ
。
.

六
五
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「
群
佃
概
要
、
弗
惟
好
共
」
。
偽
畢
命
の
「
政
貴
有
恒
、
辞
何
概
要
、
不
惟
好
異
」
を

引
け
る
も
の
な
る
こ
と
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
偽
孔
伝
に
拠
れ
ば
「
不
惟
好
輿
」
の
句
は

「
政
貴
有
恒
」
の
句
を
も
承
け
る
こ
と
に
な
っ
て
み
る
。
こ
こ
で
は
論
述
の
都
合
で
「
群

椅
概
要
」
以
下
を
切
り
取
っ
て
引
い
た
の
で
あ
ら
う
。
「
郎
佃
班
毎
」
の
旬
に
当
る
所
の

孔
伝
で
は
「
辞
以
理
実
為
要
」
と
あ
り
、
軍
義
で
は
「
言
辞
佃
其
休
冥
要
約
」
と
釈
し
て

ゐ
る
。
偽
孔
伝
の
説
と
正
義
の
説
と
の
問
に
少
し
ず
れ
が
あ
る
が
、
正
義
の
方
が
　
「
体

要
」
の
語
義
を
得
て
ゐ
る
や
う
に
思
ふ
。
つ
ま
り
「
(
う
は
べ
だ
け
で
の
も
の
で
な
く
)
な

か
み
が
あ
っ
て
要
を
得
て
な
る
」
こ
と
で
あ
ら
う
。

「
故
知
正
吉
所
以
立
和
、
能
吏
所
以
成
畔
」
。
「
故
知
」
は
「
健
要
所
以
成
和
」
ま
で

の
二
旬
を
支
配
す
る
と
見
て
も
通
じ
な
い
こ
と
は
な
い
。
が
、
し
か
し
「
有
断
群
之
義
」

ま
で
の
囲
句
一
聯
を
支
配
す
る
と
見
る
方
が
穏
当
で
あ
る
。

こ
の
「
績
」
の
字
及
び
下
女
の
「
績
」
の
字
は
伺
れ
も
唐
写
本
で
は
「
難
し
に
作
ら
れ

る
と
い
ふ
(
箔
引
孫
云
)
。
古
書
で
は
「
精
」
　
「
研
」
通
用
の
例
が
多
い
か
ら
、
唐
写
本
の

方
が
旧
い
姿
を
存
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。

上
に
朝
け
る
「
易
」
の
文
に
「
難
物
正
吉
」
と
あ
る
か
ら
、
難
物
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

正
言
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
、
′
逆
に
、
畢
言
を
本
位
に
し
て
考
へ
れ
ば
、

「
正
吉
」
は
「
立
籾
」
の
根
源
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
又
、
上
に
引
け
る
「
書
」
　
の
文
に

「
砕
佃
体
要
」
と
あ
る
か
ら
、
逆
に
、
体
安
を
本
位
に
し
て
考
へ
れ
ば
、
体
要
は
　
「
成

邱
」
の
根
源
だ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
彦
和
の
脳
裡
に
か
う
い
ふ
論
理
が
働
い
て
「
正
吉

所
以
立
桝
、
体
安
所
以
威
辞
」
な
る
言
ひ
方
と
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
立
蜘
」
及
び
　
「
新
立
」
の
　
「
扱
」
　
は
、
「
成
辟
」
及
巧
「
辞
成
」
の

「
辞
」
と
粕
対
し
て
在
り
、
そ
し
て
こ
の
「
辞
」
は
文
辞
、
叉
は
言
辞
で
あ
る
か
ら
、
従

っ
て
そ
れ
と
対
す
る
「
排
」
は
、
し
研
説
で
あ
る
と
、
こ
こ
の
囲
旬
の
範
囲
内
で
は
、
一
応

は
解
さ
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
こ
の
「
桝
」
.
は
、
上
引
の
易
の
「
新
物
」
の
「
桝
」

を
承
け
ン
二
年
る
の
み
な
ら
ず
叉
、
本
書
の
他
篇
に
於
け
る
、
「
聯
」
と
閑
職
し
て
用
ひ
ら

れ
た
「
桝
」
　
(
論
説
第
十
八
・
抱
移
第
二
十
・
琵
勢
第
三
十
等
)
の
意
味
か
ら
推
し
て
も
、
所

説
の
意
で
は
な
く
、
事
理
を
塀
別
し
て
す
ぢ
を
立
て
る
意
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
だ
か
ら

六
六

「
斯
」
と
「
辞
」
と
の
関
係
を
求
め
れ
ば
、
「
桝
」
は
「
辞
」
の
要
件
だ
と
い
ふ
こ
と
も

で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
下
女
に
「
桝
立
則
有
断
群
之
美
」
と
言
っ
て
を
る
の
で

あ
る
。「

聯
成
無
好
異
之
尤
、
精
立
石
断
群
之
義
」
。
唐
写
本
に
は
、
「
成
」
の
字
の
下
、

「
立
」
の
字
の
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
則
」
の
字
が
あ
り
、
「
義
」
を
「
美
」
に
作
っ
て
社

格
と
い
ふ
(
詔
引
孫
云
)
。
二
「
則
」
字
の
あ
る
方
が
、
文
武
が
は
っ
き
り
し
、
「
尤
」
に

対
す
る
字
と
し
て
は
、
「
義
」
の
字
よ
り
も
「
美
」
の
字
が
ふ
さ
は
し
い
。
今
本
の
「
或

」
は
、
「
美
」
　
と
字
形
の
似
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
誤
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
「
群
成

則
…
」
は
、
把
要
を
根
源
と
す
る
肝
の
群
が
成
れ
ば
、
の
意
で
あ
り
、
「
排
立
則
…
」

は
、
畢
言
を
根
源
と
す
る
所
の
桝
が
立
て
ば
、
…
の
意
で
あ
る
。
だ
か
ら
或
ひ
は
「
辞
成

則
…
」
を
「
但
要
則
」
と
易
へ
て
見
、
「
雛
立
則
…
」
を
「
畢
言
則
…
」
と
易
へ
て
見
て

解
し
て
も
よ
い
。
要
す
る
に
、
「
群
成
則
…
、
研
立
則
…
」
の
二
句
は
、
「
車
言
所
以
立

研
、
概
要
所
以
成
群
」
の
毒
味
を
、
裏
返
へ
し
三
一
一
ろ
た
の
で
、
、
草
間
は
「
正
吉
」
　
と

「
馳
要
」
と
に
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
「
好
寒
之
完
」
は
、
上
引
の
「
書
」

の
「
弗
惟
好
異
」
を
承
け
、
「
断
辞
之
美
」
は
、
上
引
の
「
易
」
の
「
断
辞
則
備
」
を
承

け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

「
雌
精
義
曲
隠
、
…
亦
可
見
也
」
。
此
の
八
句
は
、
「
馳
衷
」
と
「
抜
群
」
と
の
関
係
、

「
正
言
」
と
「
精
魂
」
と
の
関
係
を
諭
ず
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
否
＼
互
に
矛
憶

す
る
も
の
で
は
な
く
、
両
立
す
べ
き
も
の
だ
、
と
い
ふ
論
旨
で
あ
る
。

「
聖
人
之
文
章
、
亦
可
見
也
」
上
は
、
「
位
要
と
抜
群
と
楷
に
通
じ
、
正
言
と
精
義
と

並
び
に
用
ひ
ら
れ
た
と
い
ふ
、
さ
う
い
ふ
実
例
も
亦
聖
人
の
文
章
に
見
ら
れ
る
」
と
い
ふ

意
味
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
、
そ
の
こ
と
を
、
聖
に
放
し
た
わ
け
で
あ
る
。

此
の
節
に
取
り
挙
げ
た
「
鉄
郎
」
　
「
精
義
」
は
、
第
三
節
で
論
じ
た
「
隠
義
以
蔵
用
」

!
「
精
義
以
曲
隠
、
抜
群
以
椀
晦
」
-
の
条
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
三
節
で
は

「
簡
言
以
達
旨
、
」
　
「
博
文
以
該
情
、
」
　
「
明
理
以
立
橿
」
の
諾
条
を
も
挙
げ
て
あ
り
な

が
ら
、
伺
故
、
こ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
諸
条
と
、
「
紐
要
」
　
「
正
言
」
と
の
関
係
を
論
じ
な

か
っ
た
の
か
。



そ
も
!
＼
第
三
笛
で
論
ぜ
る
「
軍
言
以
遠
旨
」
以
下
の
四
条
は
、
文
章
衷
塀
の
体
制
に

つ
い
で
の
隈
指
で
あ
り
、
こ
の
節
で
論
じ
て
な
る
「
正
言
」
「
体
要
」
は
、
ど
ち
ら
か
と
言

へ
ば
、
表
甥
し
ょ
う
と
す
る
内
容
の
抱
へ
方
の
間
踵
で
あ
る
。
だ
か
ら
理
論
的
に
考
へ
れ

ば
、
理
想
的
文
章
は
伺
れ
の
表
頸
体
制
を
と
っ
て
あ
て
も
、
そ
の
内
容
の
捉
へ
方
は
・
「
正

言
」
「
体
要
」
と
な
っ
て
を
る
は
す
で
あ
る
。
が
し
か
し
四
条
の
内
、
「
隠
義
以
蔵
用
」
-

「
特
魂
以
曲
隠
、
抜
辞
以
硯
晦
」
　
が
、
長
も
　
「
好
異
之
尤
」
　
を
受
け
易
く
、
「
断
辞
之

美
」
を
欠
き
易
い
性
輿
の
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
正
言
」
　
「
体
要
」
と
矛
盾
す

る
か
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
珪
和
は
特
に
こ
の
条
を
取
り
挙
げ
て
論
じ
、
他
の
三
、

条
に
つ
い
て
は
記
者
の
類
推
に
任
せ
た
の
で
あ
ら
う
。

○
顔
閲
以
為
、
仲
尼
飾
羽
而
画
、
…
‥
・
徴
聖
立
言
、
則
文
其
庶
英
(
堕
二
段
)

「
顔
園
以
為
、
…
…
国
師
革
而
伺
実
者
也
」
。
此
の
五
句
を
窮
一
節
と
す
る
。
こ
の
顔

閏
の
言
は
、
荘
子
の
列
禦
冠
篤
に
拠
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
荘
子
に
於
で
は
　
「
帥
羽
両

面
」
と
は
、
羽
に
両
い
で
、
そ
の
自
然
を
失
ふ
と
い
ふ
意
味
で
あ
り
、
「
華
辞
」
と
は
、

「
真
実
を
欠
け
る
言
輝
」
と
か
、
「
自
然
に
反
せ
る
言
噂
」
と
か
、
の
意
味
で
あ
っ
て
、

文
章
に
於
け
る
「
華
冥
」
の
「
華
」
で
は
な
い
。
そ
れ
を
珪
和
は
、
文
章
に
於
け
る
「
華

実
」
の
「
華
」
に
ひ
き
つ
け
て
、
こ
こ
に
引
用
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
下
文
に

「
野
草
両
側
実
」
と
言
へ
る
に
て
わ
が
る
。

「
擁
欲
等
聖
、
弗
可
得
巳
」
。
唐
写
本
は
　
「
弗
」
　
を
　
「
不
」
　
に
作
り
、
「
巳
」
　
を

「
也
」
に
作
る
と
い
ふ
(
花
引
墜
耳
)
。
本
書
を
通
じ
て
、
「
不
」
字
が
多
く
用
ひ
ら
れ
、

「
弗
」
字
は
、
そ
の
約
十
五
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
。
而
し
て
そ
の
「
弗
」
も
唐
写
本
や
御

覧
所
現
は
「
不
」
と
な
っ
て
在
る
も
の
が
多
い
。
又
、
句
末
の
助
邱
と
し
て
用
ひ
ら
れ
た

「
巳
」
は
、
「
而
巳
」
と
連
用
せ
ら
れ
る
も
の
を
除
け
ば
、
こ
こ
の
外
に
詔
窮
第
十
九

「
拝
釆
柄
腰
、
弗
可
加
巳
」
、
時
序
第
四
十
五
「
蔑
誼
抑
而
郁
枚
沈
、
亦
可
知
己
」
の
例

に
過
ぎ
な
い
。
両
も
詔
環
の
例
は
、
御
質
所
引
、
「
也
」
に
作
る
と
い
ふ
(
章
錫
深
校
記
)
。

ヽ

　

ヽ

し
か
の
み
な
ら
ず
、
議
対
第
二
十
四
に
「
雌
欲
求
文
、
弗
可
得
也
」
と
い
ふ
、
こ
こ
と

ほ
ぼ
同
じ
論
法
が
あ
っ
て
、
や
は
り
「
也
」
　
字
を
周
ひ
て
な
り
、
定
勢
第
三
十
に
「
不

文
　
心
　
擁
　
寵
　
札
　
記
　
0
(
斯
波
)

可
得
也
」
の
例
も
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
珪
和
の
文
章
の
傾
向
が
ほ
ぼ
推
察
せ
ら
れ
、
従
っ

て
、
こ
こ
も
唐
写
本
の
「
也
」
が
是
で
あ
る
と
恩
ふ
。

「
維
欲
掌
功
し
の
二
旬
は
、
恐
ら
く
、
論
語
、
手
張
籍
の
「
仲
尼
不
可
毀
也
」
藍
畳

と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
「
弗
可
得
也
」
は
、
「
悪
口
聖
一
口
は
う
と
し
た
と
て

歯
の
た
つ
む
の
で
は
な
い
」
と
か
、
「
…
批
評
を
絶
し
た
も
の
だ
」
と
か
、
と
い
ふ
語
気

で
あ
っ
て
孔
子
を
殆
ど
絶
対
的
の
も
の
と
し
て
な
る
気
分
が
表
ほ
れ
て
ゐ
る
。

「
然
則
聖
文
之
雅
慌
」
の
「
然
則
」
は
、
「
か
く
孔
子
は
絶
対
的
で
あ
る
と
し
て
み
れ

ば
」
と
い
ふ
気
分
で
、
上
を
承
け
る
。
「
聖
文
之
雅
慌
」
は
、
彦
和
が
は
じ
め
か
ら
ざ
う

き
め
て
か
か
つ
て
を
る
口
吻
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
′

「
雅
慣
」
の
熟
語
は
、
こ
こ
と
糟
性
第
二
十
七
と
貯
一
回
づ
1
見
え
る
だ
け
で
、
彦
和

の
濫
り
に
使
は
な
か
つ
た
語
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
こ
こ
の
評
語
は
、
重
い
も
の
と
見
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
「
雅
硯
」
は
雅
弱
珊
詞
の
意
で
あ
ら
う
。
詮
斌
第
八
で
、
紙
の
本
質

を
論
ぜ
る
内
に
、
「
珊
詞
雅
覇
、
符
釆
相
勝
」
の
句
が
あ
る
。
そ
し
て
雅
魂
・
冊
詞
に
つ
い

て
は
、
同
じ
く
詮
凰
算
に
「
情
以
物
興
、
故
哉
必
明
雅
.
。
物
以
惜
観
、
故
詞
必
巧
既
」
と
あ

る
。
と
も
に
参
考
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
「
聖
文
」
に
つ
い
て
使
っ
た
語
と
、
瓔
憩
的
な
駅

に
つ
い
で
使
っ
た
語
と
が
、
殆
ん
ど
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、
自
ら
彦
和
の
文
学
観
を
物
語

る
も
の
と
し
て
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

「
国
衝
撃
而
偶
冥
者
也
」
の
句
は
、
上
旬
の
「
雅
膿
」
を
分
析
的
に
説
明
し
た
の
で
あ

る
。
上
文
で
彦
和
は
、
疎
開
が
孔
子
を
ば
「
徒
ら
に
華
辞
を
事
と
す
る
」
も
の
と
評
し
た

の
を
取
り
あ
げ
て
、
「
空
を
皆
ら
ん
と
欲
す
と
雄
も
得
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
、
強
く
反

ヽ
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駁
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
孔
子
の
文
章
は
華
だ
け
で
は
な
い
、
と
い
ふ
立
場
か
ら
の
反

ヽ

　

ヽ

　

_

　

_
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駁
で
あ
っ
で
、
華
で
は
な
い
と
考
へ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
。
孔
子
の
文
章
に
「
華
」
の
あ

る
こ
と
は
認
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
華
」
た
る
や
、
常
に
「
実
」
と
相
伴
っ

て
よ
く
調
和
し
て
を
る
、
そ
こ
に
こ
そ
聖
文
の
雅
既
な
る
所
以
が
あ
る
と
力
説
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
「
華
」
は
、
上
文
で
論
ぜ
る
「
楠
言
以
遠
旨
」
　
「
博
文
以
該
情
」
　
「
明
瓔
以

立
体
」
　
「
隠
覇
以
商
用
」
、
及
び
「
正
言
」
「
体
要
」
を
紐
押
し
て
を
る
も
の
と
見
た
い
。

ヽ

　

ヽ

　

t

l

従
っ
て
「
華
」
な
る
語
は
、
憺
な
や
か
と
か
は
で
と
か
の
意
味
で
は
な
く
、
形
式
美
と
か

六
七



支
　
那
　
学
　
研
　
究
　
　
第
十
二
▼
号

l

修
辞
と
か
の
意
味
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
本
書
に
於
て
文
章
の
批
評
に
使
ほ
れ
て
を
る

「
華
」
は
、
概
ね
そ
の
や
う
な
意
味
か
と
思
ふ
。
「
英
不
絨
綜
比
義
、
以
敢
其
華
、
…
」

(
比
典
舘
三
十
六
し
て
吐
納
経
範
、
華
宍
坤
扶
」
　
(
才
略
第
四
十
七
)
、
「
事
坂
理
挙
、
華
不
足

而
共
有
飴
▼
突
」
　
(
封
神
聖
一
十
一
)
等
の
用
例
に
、
か
か
る
意
味
あ
ひ
が
よ
く
出
て
を
る
。

′
と
こ
ろ
で
こ
こ
の
「
実
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
内
容
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で

も
な
い
と
し
て
、
抒
和
は
こ
の
籍
の
上
文
で
・
聖
文
の
内
容
に
関
し
て
は
殆
ど
論
及
L
で

ゐ
な
い
。
か
く
諭
述
す
る
こ
と
な
く
て
、
こ
こ
に
こ
れ
を
持
ち
出
し
た
の
は
、
聖
文
の
実

は
一
般
の
認
む
る
所
と
な
っ
て
ゐ
た
か
ら
せ
あ
ら
う
。
す
ぐ
下
の
「
天
道
難
関
、
猶
或
琅

抑
」
の
語
気
か
ら
も
、
さ
う
推
測
さ
れ
る
。
従
っ
て
こ
こ
の
「
衝
撃
而
個
実
」
は
、
「
衡

華
」
に
重
さ
が
あ
る
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
文
章
可
且
、
胡
寧
勿
思
」
I
I
孔
子
か
ら
天
道
は
開
き
難
い
と
論
語
に
も
い
ほ
れ
て
ゐ

で
も
、
そ
れ
で
も
、
そ
の
方
面
で
孔
子
を
頂
仰
す
る
も
の
が
あ
る
の
に
、
ま
し
て
孔
子
の

文
章
は
頚
に
鼠
ら
れ
る
の
に
、
そ
れ
に
も
拗
ら
す
、
ど
う
し
深
く
注
意
し
な
い
の
か
、
と

な
じ
る
語
気
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
立
言
の
範
を
聖
文
に
求
む
る
こ
と
を
知
ら
な
い
当
時
の

文
人
た
ち
に
対
し
て
、
警
告
を
発
し
た
の
で
あ
る
。

「
則
文
其
庶
央
」
。
此
の
句
は
論
語
、
先
進
篇
の
「
回
也
其
庶
乎
」
の
句
と
関
係
が
あ

ら
う
。
論
語
集
解
に
は
「
回
庶
幾
聖
遺
」
と
、
「
聖
迫
」
の
語
を
補
う
て
解
し
て
を
る
。

こ
こ
も
「
庶
」
の
目
的
語
を
補
う
て
解
す
べ
き
で
あ
る
。

○
妙
趣
生
知
、
宥
恕
醇
等
…
…
…
百
齢
影
往
、
千
載
心
在
(
賛
)

「
妙
極
生
知
」
ひ
孔
子
は
自
ら
、
「
我
非
生
面
知
之
者
」
　
(
論
語
・
述
面
)
、
と
い
っ
て

な
る
け
れ
ど
、
そ
の
妙
誠
の
極
ま
れ
る
こ
と
は
、
全
く
生
れ
な
が
ら
に
し
て
之
を
知
る
為

の
で
あ
る
、
と
孔
子
を
朗
し
た
の
で
あ
る
l
。

「
亭
暫
椎
等
」
。
「
宥
恕
」
の
語
を
、
孔
子
を
指
す
と
見
る
か
、
一
般
の
哲
人
を
い
ふ

と
見
る
か
。
「
宰
」
を
零
す
と
動
詞
に
読
む
か
、
宰
た
り
と
名
詞
的
動
詞
に
読
む
か
。

こ
の
二
点
を
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
見
る
か
に
よ
っ
て
、
此
の
句
の
解
し
方
が
わ
か
れ
る
。
今
、

「
家
督
」
を
一
般
の
哲
人
と
見
、
「
宰
」
を
主
と
か
、
長
と
か
の
意
、
と
見
て
、
こ
の
句

六
八

を
「
客
膏
に
惟
れ
宰
た
り
」
と
読
み
、
孔
子
は
哲
人
の
内
で
も
最
上
の
も
の
だ
、
と
い
ふ

意
味
に
解
し
た
い
。
即
ち
「
董
夫
子
継
鞍
、
独
秀
前
哲
」
　
(
原
遺
鶏
一
)
と
同
意
と
見
る
の

で
あ
る
。

「
精
理
為
文
、
秀
気
成
釆
」
。
比
の
二
旬
は
聖
文
に
つ
い
て
い
ふ
。
「
粕
理
」
は
精
妙
な

ヽ

　

ヽ

る
道
理
で
あ
ら
う
。
「
〔
言
精
理
」
　
(
時
序
第
四
十
五
)
の
用
例
も
あ
る
。
こ
の
「
文
」
は

下
旬
の
「
釆
」
と
と
も
に
、
文
章
の
形
式
、
即
ち
　
「
華
」
　
の
と
と
を
い
へ
る
も
の
ら
し

い
。
つ
ま
り
本
文
の
「
文
成
親
好
」
の
「
文
」
と
同
意
で
あ
る
。
精
理
が
発
し
て
す
ぐ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

れ
た
文
章
の
形
と
な
る
、
と
い
ふ
意
味
で
あ
ら
う
。
「
失
情
動
而
吉
形
、
埋
葬
m
文
且
」

(
鑑
性
竺
一
十
七
)
と
同
じ
言
ひ
方
で
あ
る
。
「
気
」
と
「
釆
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

「
気
位
而
釆
奇
」
(
諸
子
第
十
七
)
　
「
気
揚
釆
飛
」
　
(
章
衷
竺
一
十
三
　
「
若
気
無
奇
類
、
文

乏
果
釆
」
　
(
掟
辞
算
一
二
十
五
)
等
と
見
え
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
い
へ
る
「
秀
気
」
の
成
す
所

の
「
釆
」
は
、
「
.
郵
栄
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
、
自
ら
明
か
で
あ
る
。
「
精
理
」
　
「
秀
気
」

は
上
旬
の
「
生
知
」
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
ほ
、
こ
こ
ま
で
の
用
句
の
田
係
は

、
第
一
句
第
二
句
の
や
う
な
孔
子
で
あ
る
か
ら
、
第
三
句
缶
用
旬
の
如
き
文
葦
が
H
来
た

、
と
い
ふ
つ
た
が
り
と
な
っ
て
ゐ
る
。

「
蟹
炬
日
月
、
群
富
山
海
」
。
怨
は
日
月
を
炬
け
た
や
う
な
人
で
あ
る
か
、
h
＼
そ
の
人

の
群
は
山
海
の
如
く
富
む
の
で
あ
る
。
こ
の
二
句
は
、
本
文
の
「
天
塩
周
日
月
、
…
或
隠
義

以
蔵
用
」
に
当
る
。
こ
の
「
群
」
は
、
語
群
と
か
、
語
彙
と
か
、
の
狭
義
な
も
の
で
は
な

い
。
も
つ
と
広
い
意
味
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
、
本
文
で
論
じ
た
「
悟
言
以
迂
旨
」
以
下

聖
呂
へ
る
も
の
と
見
た
い
。
な
ほ
、
「
群
富
山
海
」
の
句
は
、
「
岩
村
霹
以
調
式
、
酌
雅

以
富
言
、
是
即
山
而
捧
釦
、
煮
海
面
為
塩
旭
」
　
(
宗
経
聖
二
)
を
考
へ
あ
ほ
せ
て
託
む
べ

き
で
あ
ら
う
。

「
百
齢
影
姐
、
千
載
心
在
」
。
比
の
二
句
は
、
本
文
の
「
聖
人
之
情
、
見
乎
薛
天
」
、

「
夫
子
風
末
、
盗
於
格
言
」
の
辺
に
当
る
。
「
百
齢
」
は
、
寿
命
を
終
る
こ
と
ら
し
い
。

「
百
歳
後
」
と
似
聖
一
己
ひ
方
で
あ
ら
う
。
孔
子
は
七
十
並
歳
ま
で
生
き
て
ゐ
た
か
ら
、
度

数
を
挙
げ
て
「
百
」
と
し
た
と
い
ふ
わ
け
で
は
な
さ
さ
う
で
あ
る
。
「
影
」
は
肉
体
。

「
狙
」
は
狙
藩
の
祖
で
は
あ
る
が
、
下
の
「
在
」
と
対
し
て
な
る
か
ら
、
ゆ
く
と
解
す
ベ
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き
で
あ
る
。
「
心
」
は
上
の
「
影
」
に
対
し
て
用
ひ
た
の
で
あ
る
が
、
「
失
心
生
文
辞
」

(
昆
辞
舅
三
十
五
)
、
「
世
遠
莫
見
其
固
.
親
文
机
且
其
心
」
(
知
音
第
四
十
八
)
、
「
文
異
載

心
、
企
心
有
小
と
　
(
序
志
鍋
五
十
)
等
に
於
け
る
「
心
」
　
で
あ
っ
て
、
文
章
に
盛
ら
れ
た

る
心
を
い
ふ
。
此
の
二
句
は
、
「
嗟
大
身
与
時
井
∵
志
其
遺
申
.
梧
心
於
万
古
之
上
、
而

送
懐
於
千
載
之
1
、
ハ
金
石
靡
天
、
声
其
釦
乎
」
　
(
諸
子
第
十
七
)
　
と
い
ふ
珪
和
の
欺
き
を

併
せ
考
へ
て
読
め
ば
、
一
障
味
ひ
深
い
も
の
が
あ
ら
う
。
彦
和
の
、
肉
体
は
滅
ん
で
も
文

章
に
盛
ら
れ
た
そ
の
精
神
が
永
久
に
残
る
と
い
ふ
考
へ
方
と
似
た
考
へ
方
が
、
既
に
抱
朴

子
、
外
舘
、
釣
坪
野
二
十
に
「
蓋
往
古
之
士
、
匪
鬼
匪
神
、
其
形
器
靴
冶
礫
子
疇
轟
、
然

基
精
神
布
乎
方
策
、
楕
且
乎
砕
、
指
帰
可
得
」
と
見
え
る
。

第
五
句
以
下
の
園
係
は
、
第
五
句
第
六
句
の
如
き
文
碑
で
あ
る
か
ら
、
第
八
句
第
九
句

の
や
う
に
千
載
に
残
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
ふ
つ
な
が
り
に
な
っ
て
ゐ
る
。

追
捕
一
六
二
百
丁
窮
一
行
の
次
に
、
左
の
凹
十
八
行
を
袖
ふ
。

比
の
「
琅
服
挙
軽
以
包
耳
」
の
句
に
、
黄
氏
は
狂
し
て
日
く
「
如
挙
柁
不
真
、
則
頚
於

準
之
眼
、
其
不
祭
不
言
可
知
、
挙
小
功
不
税
、
則
頚
於
小
功
者
、
其
税
可
知
、
皆
語
約
両

義
該
旭
」
と
。
黄
氏
の
引
け
る
「
祀
不
整
」
は
礼
記
の
曾
子
間
篇
の
文
で
あ
り
、
「
小
功

不
税
」
は
礼
記
の
柄
弓
篇
上
の
文
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
黄
氏
は
、
こ
の
「
喪
服
」
を
、
喪

服
に
関
す
る
一
般
の
経
文
と
解
し
て
、
そ
の
実
例
を
礼
記
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
而
し
て

沌
氏
も
、
黄
江
を
塾
用
し
て
を
る
。

と
こ
ろ
が
、
此
の
「
喪
服
挙
経
以
包
重
」
の
句
を
、
そ
の
上
の
句
「
春
秋
一
字
以
東
貯
」

と
併
せ
て
見
れ
ば
、
上
の
句
の
「
春
秋
」
は
、
明
か
に
春
秋
と
い
ふ
特
定
の
経
文
を
指
し

て
を
る
か
ら
、
此
の
句
の
「
喪
服
」
も
、
特
定
の
経
文
、
即
ち
儀
礼
の
喪
服
を
指
せ
る
も

の
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
経
典
釈
文
序
録
に
拠
れ
ば
、
儀
礼
の
更
股
〓
揃
は
、
洪
祝

以
来
、
別
行
も
し
て
ゐ
た
ら
し
い
か
ら
、
彦
和
が
こ
れ
を
、
春
秋
と
対
し
て
挙
げ
た
の
も

、
決
し
て
不
自
然
で
は
た
い
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
黄
氏
が
こ
こ
の
注
に
礼
記
を
引

証
し
た
の
は
非
で
あ
っ
て
、
こ
こ
は
当
然
、
喪
服
か
ら
引
証
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
明
か

で
あ
ら
う
。

文
　
心
∴
朋
・
寵
　
札
　
記
　
口
(
斯
波
)

元
来
、
喪
服
の
文
は
、
呉
嘉
賓
も
、
「
喪
服
経
所
見
者
、
必
束
求
某
所
不
見
、
則
眼
術

可
知
臭
」
　
(
喪
服
会
通
説
巻
一
)
と
言
へ
る
程
1
当
の
経
文
外
の
こ
と
を
も
考
慮
し
て
解

す
べ
き
所
が
多
く
、
珪
和
の
所
謂
「
簡
言
以
達
旨
」
の
書
き
方
を
し
て
を
る
が
、
今
、
珪

和
の
朋
に
聞
出
と
し
て
計
る
「
挙
軽
以
包
重
」
紗
具
体
的
例
を
求
め
れ
ば
、
左
の
如
き
も

の
が
あ
る
。
・

大
功
柏
茸
に
「
其
長
妬
皆
九
月
祀
踵
、
其
申
瘍
七
月
不
祀
踵
」
と
あ
り
、
そ
の
鄭
江
に

「
輝
石
嘩
者
、
為
其
亘
也
、
自
不
功
巳
上
、
踵
有
嘩
…
・
示
功
巳
下
、
絶
無
祀
也
」
と
あ
ス

。
こ
の
喪
服
経
文
の
要
旨
は
、
長
瘍
(
年
十
九
よ
り
十
六
の
問
に
死
せ
る
も
の
)
の
喪
服

は
、
纏
に
腰
が
有
り
、
中
瘍
(
年
十
五
よ
り
十
二
の
間
に
死
せ
る
も
の
)
の
喪
服
に
は
、

踵
に
湖
が
無
い
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
一
休
、
喪
服
篇
の
斉
衰
以
上
の
経
文
に
は
、

「
踵
に
憎
が
有
る
」
と
い
ふ
意
味
の
記
述
が
全
く
見
え
な
い
で
ハ
こ
の
大
功
の
長
梅
の
と

こ
ろ
に
、
は
じ
め
て
そ
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
大
功
の
長

拓
の
場
合
に
さ
へ
睦
に
渡
が
有
る
か
ら
成
人
の
大
功
以
上
の
場
合
に
は
勿
論
さ
う
で
あ
る

と
い
ふ
意
味
が
こ
の
経
文
に
こ
め
ら
れ
て
な
る
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
前
引
の

鄭
注
に
特
に
「
自
大
功
巳
上
、
繕
有
祀
」
と
言
へ
る
所
以
で
あ
り
、
叉
こ
れ
が
珪
和
の
所

謂
「
挙
陛
以
包
遥
」
の
書
き
方
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
は
、
此
の
「
挙
軽
以
包
重
」
の
意
味
で
あ
る
。
と
い
ふ

の
は
、
此
の
句
は
、
そ
の
字
面
通
り
の
意
味
だ
け
で
な
く
、
そ
の
反
対
の
場
合
、
即
ち

「
頚
軒
を
挙
げ
て
軽
き
を
包
ぬ
る
」
も
の
を
含
ん
で
た
る
の
で
は
な
い
か
と
恩
ふ
か
ら
で

あ
る
。
乙
の
「
重
き
を
挙
げ
て
軽
き
を
包
ぬ
る
」
と
い
ふ
書
き
方
も
亦
、
理
論
上
、
珪
和

の
所
謂
「
簡
言
以
達
旨
」
に
屈
し
得
る
し
、
硯
に
喪
服
籍
に
は
、
さ
う
い
ふ
書
き
方
も
見

え
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
さ
き
に
引
け
る
経
文
の
「
其
中
瘍
七
月
不
祀
繕
」
は
、
大
功
の

中
霧
の
場
合
は
、
纏
に
浬
の
無
き
こ
と
を
い
ふ
と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
小
功
以
下

に
は
、
纏
に
昭
の
無
き
こ
と
を
も
表
は
し
て
を
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
鄭
注

に
「
小
功
巳
下
、
絶
無
祀
也
」
　
(
前
引
)
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
尤
も
、
「
軽
き
を
挙
げ

て
重
き
を
包
ぬ
る
」
こ
と
が
、
同
時
に
「
重
き
を
挙
げ
て
軽
き
を
包
ぬ
る
」
こ
と
に
も
な

る
場
合
が
あ
る
。
例
へ
ば
、
大
功
九
月
章
に
「
大
功
布
衰
裳
、
牡
麻
繹
翠
・
」
と
あ
り
、
そ

六
九



支
　
那
.
学
　
研
　
究
　
　
第
十
〓
号

の
「
繹
祀
」
と
は
「
繹
有
増
」
の
意
味
で
あ
る
が
(
胡
氏
儀
礼
正
義
巻
二
十
三
)
、
敦
継

公
は
、
こ
の
経
文
に
注
し
て
い
ふ
、
「
斉
衰
以
上
、
其
繕
皆
不
言
繕
渡
、
故
於
此
成
人
大

功
言
之
、
乃
因
軽
以
見
重
、
且
明
有
浬
者
之
止
於
此
也
」
　
(
儀
礼
奨
説
巻
十
こ
と
。
即

ち
、
ノ
こ
の
経
文
は
、
大
功
以
上
、
皆
、
経
に
紹
有
る
こ
と
を
衣
は
す
と
と
も
に
、
小
功
以

下
は
、
.
睦
に
浬
の
無
き
こ
と
を
も
表
は
し
て
を
る
の
で
あ
る
。

右
に
述
べ
た
や
う
な
、
喪
服
篇
の
書
き
ぶ
り
の
す
べ
て
を
こ
め
て
ー
彦
和
は
そ
れ
を
「
挙

軽
以
包
重
」
と
言
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

七
〇



A Commentary on "Wen-Hsin Tiao-Lung" v^C'MlfiiD (2)

Rokuro Siba

"Wen-Hsin Tiao-Lung" (10 vols) is a work written towards the end of tiio

fifth century; it is the earliest description on literature and rhetoric in Chi-

na. This work, therefore, occupies the most important position in the history

of Chinese literary criticism : yet it lias not prevailed so much because of its

having many difficult points. Both the terms and the style of writing are

very hard' to understand, and espeeiallj' the sentence-construction is so compl-

icated that main difficulty seems to !>_> here. In proceeding my research, I

studied first the peculiarities and characteristics of the thought and style of

the author of this work and made commentaries on the unique terms and sen-

tence-construction, which I compiled in a form of book. This is a Comment-

ary on Wen-Hsin Tiao-Jamg. A jiart of my studies was published already in

"SINAGAKU-KENKYU" No.10, which this article follows. The present stu-

dy will be published in due course.

-4-




